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総合科学技術・イノベーション会議第１１４回生命倫理専門調査会及び 

第１５回「ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方」見直し等に係る 

タスク・フォースの合同開催 

議事概要 

 

日 時：平成３１年１月３１日（木）９：３０～１１：５２ 

場 所：中央合同庁舎第４号館２階 共用第３特別会議室 

 

出席者：（生命倫理専門調査会専門委員） 

     青野由利、阿久津英憲、五十嵐隆、小川毅彦、甲斐克則、加藤和人 

     平川俊夫、藤田みさお、水野紀子、森崎裕子、米村滋人 

    （タスク・フォース構成員） 

     伊藤たてお、町野朔、山口照英、松原洋一 

    （関係省庁） 

     文部科学省研究振興局ライフサイエンス課生命倫理・安全対策室長 

     前澤綾子 

     厚生労働省子ども家庭局母子保健課長 平子哲夫 

     厚生労働省大臣官房厚生科学課研究企画官 廣瀬誠 

事務局： 松尾浩道大臣官房審議官、長谷部和久参事官 

 

議 事：１．開 会 

    ２．議 題 

     （１）第１１３回「生命倫理専門調査会」議事概要（案）について 

     （２）第１４回「ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方」見直し等

に係るタスク・フォース議事概要（案）について 

     （３）「ヒト受精胚に遺伝子情報改変技術等を用いる研究に関する

倫理指針（案）」の制定について 

     （４）「ヒトＥＳ細胞の樹立に関する指針」及び「ヒトＥＳ細胞の

分配及び使用に関する指針」の改正について 

     （５）「ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方」見直し等に係るタ

スク・フォースにおける検討状況について 

     （６）その他 

    ３．閉 会 
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（配布資料） 

 資料１   第１１３回「生命倫理専門調査会」議事概要（案） 

 資料２   第１４回「ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方」見直し等に

係るタスク・フォース議事概要（案） 

 資料３－１ 「ヒト受精胚に遺伝子情報改変技術等を用いる研究に関する倫

理指針（案）」の制定について 

 資料３－２ 「ヒト受精胚に遺伝子情報改変技術等を用いる研究に関する倫

理指針」（案） 

 資料４－１ 「ヒトＥＳ細胞の樹立に関する指針」及び「ヒトＥＳ細胞の分

配及び使用に関する指針」の改正について 

 資料４－２ 「ヒトＥＳ細胞の樹立に関する指針」改正（案） 

 資料４－３ 「ヒトＥＳ細胞の使用に関する指針」（案） 

 資料４－４ 「ヒトＥＳ細胞の分配機関に関する指針」（案） 

 資料５   「ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方」見直し等に係るタ
スク・フォースにおける検討状況について 

 参考資料１ 「ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方」見直し等に係る報告

（第一次）～生殖補助医療研究を目的とするゲノム編集技術等の

利用について～ 

 参考資料２ 「ヒト受精胚に遺伝情報改変技術等を用いる研究に関する倫理

指針」に関するパブリックコメントの結果について（概要） 

 参考資料３ ＥＳ指針の改正に関するパブリックコメントの結果について

（概要） 

 参考資料４ ゲノム編集技術に関する参考資料集 

 参考資料５ 「ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方」見直し等に係るタス

ク・フォースにおける検討事項 
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議事概要： 

（長谷部参事官）それでは、おはようございます。 

定刻となりましたので、ただいまから総合科学技術・イノベーション会

議、ＣＳＴＩの第１１４回生命倫理専門調査会及び第１５回「ヒト胚の取

扱いに関する基本的考え方」見直し等に係るタスク・フォースの合同会議

を開催させていただきます。 

本日は福井会長が御欠席のため、生命倫理専門調査会運営規則第７条３

項に基づき、五十嵐専門委員に会長代理として進行をお願いしております。

よろしくお願いいたします。 

（五十嵐会長代理）ありがとうございます。おはようございます。会長代理で

進行を務めさせていただきます。 

お忙しいところをお集まりいただきまして、ありがとうございます。初

めに、今日の委員等の出席状況の報告をお願いいたします。 

（長谷部参事官）お手元に生命倫理専門調査会の名簿を配布させていただいて

おりますので、御参考に御覧ください。 

本日の会議の委員の御出席の状況を御報告いたします。 

欠席が上山ＣＳＴＩ議員、松尾ＣＳＴＩ議員、福井専門委員、久慈専門

委員、小出専門委員、神里専門委員、石原構成員、金田構成員から御欠席

連絡を頂いております。 

それから、御出席という連絡を頂いておりますが、町野構成員が遅れて

来られるようでございます。 

遅れて来られる１名の方を加えますと、本日の会議は２３名中１５名が

出席予定であることを御報告いたします。 

では引き続き、関係省庁からの出席者を御紹介させていただきます。 

文部科学省研究振興局ライフサイエンス課、前澤綾子室長、厚生労働省

子ども家庭局母子保健課、平子哲夫課長、厚生労働省大臣官房厚生科学課、

廣瀬誠研究企画官に出席いただいております。 

なお、事務局の内閣府松尾浩道大臣官房審議官においては、公務のため

遅れての出席予定となっております。よろしくお願いいたします。 
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事務局からの出席者の報告は、以上でございます。 

（五十嵐会長代理）ありがとうございました。 

では、今日の配布資料の説明をお願いいたします。 

（長谷部参事官）引き続きまして、配布資料の確認をさせていただきます。 

資料は議事次第にありますように、１４種類ございます。資料が９種類

で、参考資料が５種類でございます。過不足、落丁等がございましたら事

務局までお申し出ください。 

なお、お手元にあるドッチファイルですが、利用頻度の高い資料をまと

めたものです。必要に応じて御覧いただけますと幸いでございます。 

続きまして、当会議室のマイクの使用法について御説明させていただき

ます。 

発言される際には、お手元のマイクのスイッチをオンにして御発言くだ

さい。なお、発言終了後はマイクのスイッチをオフにしていただきますよ

うお願い申し上げます。一部使用できない固定マイクがある可能性がござ

いますので、その際には、恐れ入りますが、ワイヤレスマイクの御使用を

お願いいたします。 

傍聴及び取材の皆様にお伝えします。円滑な議事の進行のために、これ

以降の写真撮影等はお控えいただきますようお願いいたします。御協力の

ほどよろしくお願い申し上げます。 

以上でございます。 

（五十嵐会長代理）ありがとうございました。 

では、早速ですけれども、議事次第に従って進行させていただきたいと

思います。 

まず議題１と議題２ですけれども、議題１は第１１３回生命倫理専門調

査会議事概要及び第１４回「ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方」見直

し等に係るタスク・フォース議事概要（案）でございます。資料１と資料

２がそれなんですけれども、既に先生方の御発言の部分につきましては、

事前に御確認を頂いていますけれども、何かこの場で御意見等ございます

でしょうか。 
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特に修正等はないようですので、これで承認とさせていただいてよろし

いでしょうか。ありがとうございます。では、そのようにしたいと思いま

す。 

この議事録は、生命倫理専門調査会運営規則第１０条、それからタス

ク・フォース運営規程第８条に基づいて公開することになります。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

それでは、議事３に移りたいと思います。「ヒト受精胚に遺伝子情報改

変技術等を用いる研究に関する倫理指針（案）」の制定について。 

御確認の作業になるんだと思うんですけれども、事務局から説明をお願

いいたします。 

（長谷部参事官）本日は、調査会とタスク・フォースの合同開催となっており

まして、タスク・フォースのみ所属の構成員も同席されていますが、議題

３と次の議題４につきましては、後ほど理由を御説明させていただきます

が、生命倫理専門調査会としての運営になります。御理解のほど、よろし

くお願いいたします。 

資料３－１「ヒト受精胚に遺伝子情報改変技術等を用いる研究に関する

倫理指針（案）」の制定についてをお手元に御用意お願いいたします。 

審議に先立ちまして、本日この議題についてこの会議にお諮りする趣旨

について御説明させていただきます。 

本指針は、この専門調査会での審議を経てまとめました平成３０年３月

の「ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方」見直し等に係る報告（第一

次）、具体的には、「生殖補助医療研究」を目的としました「余剰胚」へ

のゲノム編集技術等を用いる基礎的研究に係る「指針」の策定を行うこと

が望ましいとの結論に対応する形で、文部科学省、厚生労働省において指

針の検討が行われ、今般指針案が策定されました。生命倫理専門調査会に

おいて一次報告の内容に沿ったものかどうか、本日は御確認を頂くもので

ございます。 

事務局からの説明は、以上でございます。 

（五十嵐会長代理）御説明ありがとうございました。 

では、両省を代表して、文部科学省から「ヒト受精胚に遺伝子情報改変

技術等を用いる研究に関する倫理指針（案）」の制定について、資料３－
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１と３－２だと思いますけれども、御説明をお願いいたします。 

（前澤生命倫理・安全対策室長（文部科学省））文部科学省生命倫理室長の前

澤でございます。 

本日御説明に使います資料は、資料３－１、３－２、これを並べて御覧

になれるようにしていただければと思います。 

この件につきましては、昨年の９月に１度検討状況をこちらの専門調査

会に御説明してございまして、その折にいろいろと意見を頂戴しておりま

す。その御意見も踏まえまして、文科省、厚労省として最終案を取りまと

めてございますので、御説明いたします。また、参考といたしまして、参

考資料１でございますが、平成３０年３月にこちらの専門調査会でおまと

めいただいてＣＳＴＩで決定いただきました第一次報告書、それから委員

の先生方からこの指針案についてどのようなパブリックコメントの御意見

があったのかを知りたいという御意見を頂いておりますので、参考資料２

になりますけれども、指針案に対するパブリックコメントの概要、それか

らそれに対する政府としての回答を参考資料２としてつけてございます。 

それでは、基本的に資料３－１に沿いまして、指針全体の内容を御説明

しながら、ポイント、ポイントで資料、参考の２の指針案、本体の方の条

文を御説明してまいります。 

まず資料３－１の「１．趣旨」でございますけれども、この指針は、ヒ

ト受精胚に遺伝情報改変技術等を用いる基礎的研究について、ヒト受精胚

の尊重、遺伝情報への影響その他の倫理的な観点から、当該研究に携わる

者が遵守すべき事項を定めることにより、その適正な実施を図ることを目

的としてございます。なお、研究の要件としては、当分の間、胚の発生及

び発育並びに着床に関するもの、ヒト受精胚の保存技術の向上に関するも

のその他の生殖補助医療の向上に資するものに限るものとしてございます。 

なお、研究の要件としては、当分の間、胚の発生及び発育並びに着床に

関するもの、ヒト受精胚の保存技術の向上に関するものその他の生殖補助

医療の向上に資するものに限るものとしてございます。「２．経緯等」で

ございますけれども、一番上の「○」でございます。ヒト受精胚の取扱い

につきましては、これまで平成１６年に総合科学技術会議で決定いただき

ました「ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方」を踏まえまして関連の指

針等を策定し、具体的な対応を図ってきたところでございます。 
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２つ目の「○」でございますけれども、近年、ゲノム編集技術が開発さ

れまして、いろいろな疾患の治療法や研究に資する知見が得られる可能性

というのが示唆されてございます。しかし、一方で、ヒト受精胚について

は未解明な点が多く、またこのゲノム編集技術には後の世代にまで及ぶ遺

伝的な影響という懸念課題もございますため、適切に研究を実施するため

の仕組みの構築が求められてございます。 

３つ目の「○」でございますけれども、平成３０年３月、ＣＳＴＩにお

いて、それまでの御検討結果をまとめられまして、生殖補助医療研究を目

的とするゲノム編集技術等の利用に関する見解が示され、文科省及び厚労

省において指針の速やかな策定が求められてございました。 

２ページに行っていただきまして、この御見解を踏まえまして、両省に

おきまして合同による委員会で検討を行い、平成３０年９月に指針案を取

りまとめてございます。その後、１０月から１１月にパブリックコメント

を実施いたしまして、最終的には１２月に両省としての制定案をこの資料

３－２のとおりまとめてございます。なお、両省におきまして御検討に携

わっていただきました委員の名簿は、資料３－１の参考３から５につけて

ございます。 

「３．指針の概要」でございます。 

「（１）目的、研究の要件及びヒト受精胚に対する配慮」でございます

けれども、まず目的といたしましては、ヒト受精胚に遺伝情報改変技術等

を用いる基礎的研究について、ヒト受精胚の尊重、遺伝情報への影響その

他の倫理的観点から、当該研究に携わる者が遵守すべき事項を定めること

により、その適正な実施を図ることを目的とするとしてございます。こち

らは、資料３－２の指針本体におきましては、３ページ目、「第１ 目

的」のところに規定してございます。 

こちらは、資料３－２の指針本体におきましては、３ページ目、「第１ 

目的」のところに規定してございます。それから、概要に戻っていただき

まして、２つ目の「・」でございますけれども、この研究といいますのは、

当分の間、生殖補助医療の向上に資するものに限るものとするとしてござ

いまして、これは指針案におきましては７ページ、「第３ 研究の要件」。

７ページから８ページにかけてございますけれども、こちらに規定してい

るとおりでございます。 

それから、９月に生命倫理専門調査会で藤田委員、それから伊藤委員か
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ら、やはりヒト受精胚、貴重な受精胚を使わせていただく研究でございま

すので、その受精胚の尊重というものをしっかりと定めてほしいという御

意見を頂戴いたしました。それを踏まえまして、ヒト受精胚に対する配慮

といたしまして１条項を追加してございまして、「ヒト受精胚を取り扱う

者は、受精胚が人の生命の萌芽であることに配慮し、人の尊厳を侵すこと

のないよう、誠実かつ慎重にヒト受精胚の取扱いを行うものとする」とし

てございます。こちらは、具体的には指針案の８ページ、「第４ ヒト受

精胚に対する配慮」に定めてございます。 

こちらは、具体的には指針案の８ページ、「第４ ヒト受精胚に対する

配慮」に定めてございます。それから、概要の「（２）遺伝情報改変技術

等」の定義でございます。 

本指針の対象となる遺伝情報改変技術等とは、ゲノム編集技術その他の

核酸を操作する技術としてございまして、こちらは指針案ですと４ページ

目、「第２ 定義」の（１）に定めてございますけれども、ＣＳＴＩ第一

次報告書で示された技術の範囲は全てカバーするようになってございます。 

概要の３ページ、「（３）ヒト受精胚の取扱い等」でございます。 

こちらは指針案におきましては、８ページの第２章に定めているところ

でございますけれども、まず第１といたしまして、提供を受けることがで

きるヒト受精胚は、生殖補助医療に用いる目的で作成されたヒト受精胚で

あって、当該目的に用いる予定がないヒト受精胚、いわゆる余剰胚でござ

います。それから、ヒト受精胚の要件としまして、受精後１４日以内（凍

結保存期間を除く。）としてございます。 

それから、指針案ですと、「第２ 取扱期間」でございますけれども、

「原始線条が現れるまで」、又は「最大１４日」としてございます。 

それから、指針案の９ページ、「第３ 胎内への移植等の禁止」でござ

いますけれども、研究に用いたヒト受精胚は、人又は動物の胎内への移植

は禁止してございます。 

概要の「（４）インフォームド・コンセントの手続等」でございます。

こちらは、指針案におきましては１０ページの第３章に定めてございます。 

ポイントといたしましては、ヒト受精胚の提供は、提供者によるヒト受

精胚を滅失させることについての意思が事前に確認されているものである

こと、それから、説明事項は、研究の目的、方法及び実施体制、ヒト受精
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胚が滅失することその他提供されるヒト受精胚の取扱い、個人情報の保護

の方法、インフォームド・コンセントの撤回手続に関すること等とすると

しまして、指針案の第３章に定めてございます。 

概要の「（５）研究の体制」でございます。こちらは指針案の１４ペー

ジ、第４章に定めてございます。 

まず「第１ 研究機関」でございますが、研究機関の基準を定めてござ

います。ヒト受精胚を用いる研究を行うために必要な施設及び設備、当該

研究等に関する十分な実績及び技術的能力等を有するものとする、として

ございます。 

それから、１９ページでございますけれども、第２に提供機関の基準を

定めてございます。ヒト受精胚の提供機関といたしましては、医療法に規

定する病院又は診療所であり、ヒト受精胚の取扱いに関して十分な実績及

び能力等を有するものとするというのが内容でございます。 

それから、指針案の１６ページの第１の４、こちらに研究機関の倫理審

査委員会について定めてございます。倫理審査委員会の構成要件及び成立

要件について定めているものでございます。内容といたしましては、同じ

くヒト受精胚を取り扱うＥＳ指針、それからＡＲＴ指針に倣ったものとな

ってございます。 

それから、提供機関の倫理審査委員会につきましては、指針案におきま

しては２０ページの第２の３に同様の要件を定めてございます。 

それから、概要に戻っていただきまして、最後の「・」でございますけ

れども、研究責任者の要件でございます。こちらは、指針案におきまして

は、１５ページの第１の３に定めてございます。研究責任者は、ヒト受精

胚の取扱い及びヒト受精胚に遺伝情報改変技術等を用いる生殖補助医療研

究に関する十分な倫理的な認識、それから十分な専門的知識及び経験を有

するものとするとしてございます。 

概要の「（６）研究の手続」でございます。こちらは、指針案では２０

ページの第５章に定めてございます。具体的には、２０ページの「第１ 

研究計画の実施」、それから２３ページの第２に計画の変更の手続を定め

てございますが、要点といたしましては、研究計画の実施、それから変更

に当たっては、倫理審査委員会の意見を求めるとともに、文部科学大臣及

び厚生労働大臣の確認を受けるものとするということでございます。 
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さらに、指針案の２４ページの第３、それから２５ページの第４に定め

てございますけれども、研究の進行状況及び終了については、文科大臣、

厚労大臣に報告するものとするとしてございます。 

概要の４ページの「（７）雑則」でございます。こちらは、指針案にお

きましては、２６ページの第６章に定めてございます。 

まず「第１ 指針不適合の公表」でございますが、この指針不適合があ

った場合は、文科大臣及び厚労大臣がその旨を公表するものとするとして

ございます。 

さらに、第２でございますが、この指針が、関連研究の進展、ヒト受精

胚の取扱いに関する社会的情勢の変化等を勘案して、必要に応じ見直しを

行うこととすると定めてございます。 

さらに、９月に御説明した時点からの修正点を追加で御説明いたします

けれども、まず指針案の４ページをあけていただきまして、「第２ 定

義」の「（４）提供者」のところでございます。こちら、９月に御説明し

た時点では、「提供者」というのは「ヒト生殖細胞を提供した夫婦」とし

てございましたけれども、小出委員から、これですと精子と卵子そのもの

を提供していただいて新規胚をつくるような、そういう誤解を生む可能性

があるという御指摘を頂きましたので、「ヒト受精胚を提供した夫婦」と

修正してございます。 

それから、指針案の５ページ、同じく定義のところでございますが、

「（６）研究機関」でございます。こちらは、厚労省の方の審議会で少し

御意見がございまして、なお書きでございますが、「複数の機関において

共同研究を行う場合には、それぞれの機関をいう」と、このような規定を

念のために入れてございます。 

それから、８ページでございますが、「第４ ヒト受精胚に対する配

慮」という条項を１つ追加したことは、先ほど御説明したとおりでござい

ます。 

それから、２５ページの「個人情報の保護」、それから２６ページの

「遺伝情報の取扱い」の規定のところでございますが、９月に米村委員か

ら、「ゲノム指針に準じた措置を講ずるものとする」という、この書きぶ

りが準じた措置の範囲が少し曖昧なので、記載を検討してほしいという御

意見がございましたけれども、結論といたしましては原案どおりとさせて
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いただきますが、ただ、研究現場で混乱のないように、その辺はゲノム指

針のこの条項をこのように適用してほしいということをガイダンスにおい

てしっかり解説したいと考えてございます。 

指針案の内容の御説明は以上でございますが、概要にまた戻っていただ

きまして、「４．今後の予定」でございます。本日御審議を頂きまして、

御了解が頂けましたら、年度内にＣＳＴＩの本会議に報告をいたしまして、

文科大臣、厚労大臣より指針を告示いたします。４月１日の施行を予定し

たいと考えております。 

私からの説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

（五十嵐会長代理）どうもありがとうございました。 

それでは、ただいまの御説明につきまして、何か御意見、御質問等ござ

いましたら、お願いいたします。 

阿久津専門委員、どうぞ。 

（阿久津専門委員）おまとめ、ありがとうございます。 

ガイダンスもとても大切になってくると思いますが、これは同時という

ことでしょうか。今後のガイダンス掲載の予定といいますか、教えていた

だければと思います。 

（前澤生命倫理・安全対策室長（文部科学省））施行と同時に、もちろんこう

いう研究を考えておられる方に御覧いただきたいと考えておりますので、

４月１日に同時に出せるようにしたいと考えております。 

（五十嵐会長代理）他はいかがでしょうか。 

藤田専門委員、どうぞ。 

（藤田専門委員）意見を取り入れていただいて、ありがとうございます。 

指針案の方の８ページ、「ヒト受精胚に対する配慮」、これは非常に重

要な理念だと思っております。ただ、これを現場でどう具体的に守るか。

何をしたら、これ守れたことになるのか、実現したと確認することができ

るのか非常に難しいところでもあるかと思います。なので、是非ガイダン

スの方に─まあ、幾つかのパブコメでもあったと思うんですけれども、

どうしても胚でないとできない研究に限るということ、それだけの意義の

ある研究であり、どうしても胚を滅失しなければいけない必然性があるこ
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とということをできるだけ分かりやすいところに御記載いただければとい

うふうに思います。 

というのも、私も幾つか倫理審査委員やっておりますし、事務局に関わ

ることがあるんですけれども、そこで指針を全部読んで、指針に書かれて、

引用されてある報告書も全部読んで、ガイダンス、Ｑ＆Ａ全部読んでとい

うことはなかなかできない場合が少なくないので、できるだけ分かりやす

いところに御記載いただければと思います。 

（五十嵐会長代理）ありがとうございます。 

そのほかはいかがでしょうか。青野専門委員、どうぞ。 

（青野専門委員）今の藤田専門委員の意見に私も大変賛成します。それは今お

っしゃったのに含まれていると思いますけれども、単に受精胚ということ

ではなくて、ヒトの受精胚を使わなくてはできないということがきっちり

示されているということが大事だと思います。 

それから、これは質問というか、確認なんですけれども、資料３－１の

２ページの一番下にＣＳＴＩ第一次報告書からの参考ということで技術の

範囲が示されていて、その一番下、一次報告ですと、④というふうになっ

ている「ヒト受精胚へのミトコンドリア移植（導入）に関する技術等」と

いうのがございますけれども、これはこれまで「ミトコンドリア置換」と

いう用語でも検討されてきた─ことでしょうか。 

ここだけですと、細胞質移植みたいなものもここに含まれているように

読めるんですけれども─まあ、これは、だから一次報告がそもそもこう

なっているということですから、その段階にさかのぼって確認してしまう

ことにもなるかと思いますけれども、つまり、現在の、今議論している指

針は、最初にございますように、「当分の間、生殖補助医療の向上に資す

るものに限る」ということなんですけれども、そうしますと、核置換、ミ

トコンドリアの核置換によって行うようなミトコンドリア病の予防といっ

た、そういうものはここには入らないというのが私の理解なんですけれど

も、それでいいのかということと、もし、細胞質移植のようなものまでこ

こで読み込んでしまうと、それは「生殖補助医療の向上に資するもの」と

いうものの中に含まれてきてしまう可能性があるのか。つまり、その辺の

関係といいましょうか、それをどのように読むのかということが、私は何

となく混乱するのではないかという懸念があるので申し上げていますが、

もし、そういう懸念があるんでしたら、やはりガイダンスできっちり書い
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ていただければと思うんですが、その辺はいかがでしょうか。 

（前澤生命倫理・安全対策室長（文部科学省））この技術の定義につきまして

は、基本的に、まずこちらの生命倫理専門調査会で御議論いただいたその

結果を踏まえて、それが全て入るようにしているということでございます。 

その上で、今青野委員から御指摘いただきましたミトコンドリアに関す

るものは、これは取扱いについては、今オンゴーイングでこちらの調査会

で御議論いただいていることでございますので、今回の指針の対象とはさ

れてございません。 

その上で、ミトコンドリアの細胞質、細胞の導入については、これは定

義には入っている。これはＣＳＴＩの第一次報告書を踏まえて入っている

ものでございますけれども、ただこちらにつきましても研究の目的は生殖

補助医療に資するものでございまして、生殖補助医療そのものではござい

ません。そのことはきちんと分かるようにガイダンスに明記したいと思い

ます。 

この生殖補助医療に資するというものが何なのかというのは、文科省の

審議会の方でも御議論がございましたので、そこは誤解のないようにきち

んと説明したいと考えております。 

（青野専門委員）分かりました。では、フォローアップですけれども、とりあ

えず今回の指針そのものの対象としては、今はミトコンドリアをいじると

いうか、操作するものは、いずれにしても対象ではないというふうに思え

ばよろしいということですね。 

（廣瀬研究企画官（厚生労働省（内閣府併任）））恐らく技術としては幅広く、

いろいろなものの抜けがないようにということで技術の定義をさせていた

だいておりますけれども、あくまでも研究の目的の範囲が生殖補助医療に

資する研究の範囲だけに限られておりますので、病態解明みたいなものは

絶対入ってこないということだと思います。 

（五十嵐会長代理）よろしいですか。 

（前澤生命倫理・安全対策室長（文部科学省））青野専門委員の御質問、それ

はイエスかノーかということだと思いますので、はっきり申し上げますと、

青野専門委員の御指摘のとおりだということでございます。現時点におい

て、ミトコンドリアの核置換はこの指針の対象ではございません。 
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（青野専門委員）分かりました。 

（五十嵐会長代理）ありがとうございます。 

そのほかはよろしいでしょうか。加藤専門委員、どうぞ。 

（加藤専門委員）最初の藤田委員の御指摘に関連して、１６ページの一番上な

んですけれども、ここが「研究実施者は、倫理的な認識及び経験を有する

者でなければならない」ということになっていると思うんですが、ここは

「ヒト又は動物の受精胚の取扱い」になっているんですが、そうすると、

ヒトを知らなくてもいいのかなということになるんですが、ちょっと確認

させてください。 

（前澤生命倫理・安全対策室長（文部科学省））指針全体の趣旨を捉まえまし

て、もちろん、これはヒト受精胚の取扱いに関する十分な倫理的な認識、

それはもちろん研究計画の方にも、その研究の内容というものを書いてい

ただく。その場合には、第一次報告書、それからさかのぼりまして平成１

６年におまとめいただいた基本的考え方というのをきちんと踏まえて書い

ていただくと、そういうことでございます。 

もし、誤解を生じるようでしたら、そちらもガイダンスにおいてきちん

と説明させていただきます。 

（加藤専門委員）よろしくお願いします。 

（五十嵐会長代理）そのほかはよろしいですか。 

委員の先生方の御意見及びパブコメの意見も十分に踏まえて、今回改定

したものが出てきているのではないかと思います。 

幾つか御質問あった点は、ガイダンスの方でお示ししていただけるとい

うことになりました。もし４月１日にこの指針を出す場合に、一緒にガイ

ダンスも出すことになっております。そのように御理解いただきたいと思

います。 

特段の御意見がないようでしたら、あとの作業は会長代理の私に御一任

いただくということで、生命倫理専門調査会としては文部科学省、それか

ら厚生労働省の指針案を了承するということでよろしいでしょうか。あり

がとうございます。では、そのようにしたいと思います。 

では、両省におかれましては、今日の議論の内容も踏まえまして、ヒト
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受精胚に遺伝情報改変技術等を用いる研究に関する倫理指針（案）の運用

を行うようにお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

続きまして、議題４「ヒトＥＳ細胞の樹立に関する指針」及び「ヒトＥ

Ｓ細胞の分配及び使用に関する指針」の改正についての討議に移りたいと

思います。事務局から御説明をお願いいたします。 

（長谷部参事官）資料４－１から４－２、４－３、４－４の御用意をお願いい

たします。 

資料４－１がＥＳ細胞指針の改正の概要についてになっておりまして、資料４

－２から４－４までがそれぞれの告示案になってございます。本議題につ

きましても同様にお諮りする趣旨を御説明させていただきます。 

本指針は、平成２６年の前回指針改正時におけるＣＳＴＩの指摘、具体

的には「研究に係る国際協力等の観点も踏まえると、ヒトＥＳ細胞を、海

外機関に提供し、医療目的での利用に供することについて、速やかに検討

を行うことが望まれる」に基づきまして、文部科学省、厚生労働省におい

て検討がなされまして、改正案が取りまとめられました。 

ＣＳＴＩの指摘は、過去にＣＳＴＩが示したＥＳ細胞についての考え方

に沿った形での改正案となっているかどうか、生命倫理専門調査会におい

て内容の確認を行うものでございます。 

事務局からは以上でございます。 

（五十嵐会長代理）ありがとうございます。 

では、両省を代表して、文部科学省から「ヒトＥＳ細胞の樹立に関する

指針」と「ヒトＥＳ細胞の分配及び使用に関する指針」の改正について御

説明をお願いいたします。 

（前澤生命倫理・安全対策室長（文部科学省））文部科学省の生命倫理室長で

ございます。 

それでは、基本的に資料４－１の概要に沿いまして、資料４－２から４

－４まで、こちらが指針案の本体でございますが、ポイントを御説明申し

上げたいと思います。 

まず概要の「１．趣旨」でございますけれども、こちらは今内閣府から

御説明がありましたように、平成２６年１１月のＣＳＴＩの指摘を受けま
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して、ヒトＥＳ細胞の海外機関への臨床目的での分配を可能とするという

のが１つ目の趣旨でございます。 

また、平成１２年の基本的考え方における趣旨、これは具体的にはＥＳ

細胞の使用については、研究の進捗に伴って、その手続を見直すこともあ

り得べしということでございますけれども、この基本的考え方の趣旨に鑑

みまして、これまでのＥＳ指針の運用状況、それから研究機関の要望を踏

まえまして、計画書の記載・変更に関する手続等の合理化を行うとともに、

指針の利用しやすいという面からの整備を行うというものでございます。 

「２．経緯等」でございますけれども、平成２５年１１月に「再生医療

等の安全性の確保等に関する法律」などが新たに制定されまして、国内に

おける再生医療に関する制度が整備されました。これに伴いまして、ヒト

ＥＳ細胞の医療目的での利用を可能とするため、平成２６年にＥＳ関係指

針の改正を行ってございます。その改正案に対するＣＳＴＩの指摘におい

て、今後の検討課題として「研究に係る国際協力等の観点も踏まえると、

ヒトＥＳ細胞を、海外機関に提供し、医療目的での利用に供することにつ

いて、速やかに検討が行うことが望まれる」とされてございました。 

これに基づきまして、文科省及び厚労省において、この指摘事項に関す

る見直し、それからヒトＥＳ細胞の使用責任者に対するアンケートを行い

まして、そのアンケート調査に基づいて、計画書に関する手続の簡素化等

の検討を行ったものでございます。 

３つ目の「○」でございますけれども、平成３０年１０月に指針案を取

りまとめた後、１０月から１１月にパブリックコメントを実施してござい

ます。こちらのパブリックコメントの概要、それからそれに対する政府の

回答としましては、参考資料３にまとめてございます。 

そして、このパブリックコメントの結果も踏まえまして、特定胚等研究

専門委員会及びその親部会並びに、これは厚労省の方でございますが、ヒ

トＥＳ細胞の樹立に関する審査小委員会及びその親部会での検討、了承を

経て、１２月に両省としての改正案を取りまとめたところでございます。 

「３．改正の概要」でございます。 

「Ⅰ．ヒトＥＳ細胞の海外機関分配関係」でございますが、まず

「（１）海外機関への臨床目的での分配について」でございます。こちら

の内容としましては、ＣＳＴＩで御指摘いただきましたとおり、研究に係
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る国際協力等の観点も踏まえ、海外機関に分配するヒトＥＳ細胞について、

従来の基礎的研究目的に加え、臨床目的に供する扱いも可能とするもので

ございます。 

指針案への具体的な反映でございますけれども、資料４－２、樹立指針

ですと２１ページ、それから資料４－３の使用指針ですと１４ページ、そ

れから資料４－４の分配機関指針ですと８ページにございますが、全て並

びの規定でございますけれども、「海外機関に対する分配」といたしまし

て、例えば資料４－２の樹立指針の２１ページを見ていただきますと、第

２３条の５に「基礎的研究」に追加しまして、「医療目的」という言葉を

追加しまして、この２つの目的以外の利用を行わないことと定めてござい

ます。 

それから、概要に戻っていただきまして、「（２）無償分配の在り方に

ついて」でございます。 

こちらにつきましては、趣旨としましては、使用機関からの分配につい

ては、臨床応用を目的としたヒトＥＳ細胞の使用により、このヒトＥＳ細

胞に、例えばこれは臨床目的に使えるという安全性の確認をした上で、そ

ういう医療上の安全性に係る情報等の付加価値が生じる場合があるため、

必ずしも無償分配は求めないこととしてございます。 

なお、ヒト受精胚の無償の提供といいますのは、これは基本的な原則で

ございますので、それとのバランスをとる、またヒト受精胚の樹立機関で

すとか分配機関というのは、いわば公の性格も持っているものと考えられ

ますので、樹立機関及び分配機関からの分配については、従来どおり無償

を原則としてございます。こちらは、資料４－２の樹立指針の２１ページ、

それから資料４－４の分配機関指針ですと８ページに、その無償原則の規

定を置いてございます。 

こちらは、資料４－２の樹立指針の２１ページ、それから資料４－４の

分配機関指針ですと８ページに、その無償原則の規定を置いてございます。

概要の２ページに行っていただきまして、「（３）その他」でございます。 

１つ目の「・」でございますが、国内においても使用機関から他の使用

機関への分配というのを可能としてございます。こちらは、資料４－３、

使用指針の１３ページに第１７条「分配の要件」というのがございますけ

れども、「使用機関は、分配機関へのヒトＥＳ細胞の寄託のほか、他の使

用機関、臨床利用機関又は海外機関に対してヒトＥＳ細胞を分配すること
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ができるものとする」としてございます。 

概要の「（３）その他」の２つ目の「・」でございますけれども、ＥＳ

指針が直接適用されない海外機関への分配につきましては、これまで海外

分配計画という形で事前確認してございましたけれども、これをこのたび

ＥＳ指針に準じた取扱い要件というのを分配元の機関と分配先の機関との

契約等により担保いたしまして、事後に文部科学大臣に報告することとい

たしております。 

こちらにつきましては、例えば、これも３つの指針の並びの改正でござ

いますが、例えば資料４－２の樹立指針でございますと、２１ページと２

２ページ、先ほど御覧いただいたとおり、こちらに「海外機関に対する分

配」の規定を置いてございますけれども、その冒頭に、「海外機関へのヒ

トＥＳ細胞の分配は、分配先との契約その他の方法により、次に掲げる要

件を満たす場合に限り、行うことができるものとする」としてございまし

て、第１号から第７号まで国内と同等の取扱いを担保するための規定を置

いてございます。 

それは、例えば１号ですと、分配するヒトＥＳ細胞の使用が、海外機関

が存する国又は地域の制度等に基づき承認されたものであることでござい

ますとか、２号は、当該海外機関が存する国又は地域の制度等を遵守する

こと。 

それから３号におきましては、分配を受けたヒトＥＳ細胞を、他の機関

に対して分配しないこと。 

第４号は、ヒトＥＳ細胞を使用して作成した胚の人又は動物の胎内への

移植その他の方法による個体の生成を禁止し、さらに、ヒトＥＳ細胞から

作成した生殖細胞を用いたヒト胚の作成を行わないこと。 

それから、第５におきましては、先ほど御説明しましたとおり、基礎的

研究及び医療目的以外の利用を行わないこと。 

第６につきましては、個人情報の保護のための十分な措置が講じられて

いること。 

それから、第７号としまして、要件に反することになった場合において

は、直ちにヒトＥＳ細胞の使用を終了することとしてございます。 

この条文の第２項、第３項におきまして、海外機関に対してヒトＥＳ細
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胞を分配したときは、樹立責任者がまず報告書を樹立機関の長に提出し、

樹立機関の長は、この報告書の提出を受けたときは、速やかに、その写し

を樹立機関の倫理審査委員会及び文部科学大臣に提出するものとするとし

てございます。 

４－１の概要に戻っていただきまして、「Ⅱ．ＥＳ細胞を使った研究の

進捗を踏まえた規定の見直し」でございます。 

「（１）計画書の記載項目について」でございますが、これは樹立指針

ですと１０ページ、使用指針ですと９ページ、それから分配指針ですと３

ページに置いている規定の関係でございます。内容といたしましては、実

態に合わせた手続の合理化としまして、使用計画等において「研究者の氏

名・略歴・研究業績」の記載を研究責任者のみとすること。それから、こ

れは指針によりまして研究責任者又は樹立責任者、使用責任者となってご

ざいます。 

それから、「使用の終了後におけるヒトＥＳ細胞の取扱い」につきまし

ては、使用終了報告書に記載するということで足り得るので、使用計画書

には書かないということにするということ。 

それから、「ヒトＥＳ細胞株の名称」につきましては、国内で使用実績

のないＥＳ細胞のみ、それがきちんとした手続に基づいて樹立されたもの

であるのかどうかを確認する。そういうことでございます。 

（２）でございますが、「計画書の実質的な内容に係らない変更につい

て」でございます。こちらは、樹立指針ですと１４ページ、使用指針です

と１２ページ、分配指針ですと８ページに置いてある規定の関係でござい

ますが、機関の長の異動に伴う国への届出の提出は不要とするとともに、

計画の実質的な内容に直接関わらない変更。これは例えば計画書の修辞の

変更ですとか、法令等の名称変更に伴う形式的な変更を想定してございま

すけれども、こういう変更につきましては、倫理審査委員会への意見聴取

は特に要しない旨の規定を設けてございます。 

それから、「（３）倫理審査委員会関係」でございます。こちらは、ま

ず樹立指針ですと８ページ、それから分配指針ですと５ページ、使用指針

ですと８ページにございますけれども、趣旨といたしましては、人を対象

とする医学系研究に関する倫理指針に合わせまして、倫理審査委員会の男

女構成及び専門分野に関する要件等を再整理するということが１つ目でご

ざいます。 
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これは以前の指針から実質的な内容を変更するものではございませんで、

飽くまで規定ぶりの整理でございます。 

したがいまして、例えば樹立指針を御覧いただきますと８ページでござ

いますけれども、倫理審査委員会の構成要件としまして、自然科学の有識

者、人文・社会科学の有識者、一般の立場に立って意見を述べられる者が

含まれていることでございますとか、樹立機関が属する法人に所属する者

以外の者が２名以上含まれていること、それから５名以上で構成され、男

性及び女性がそれぞれ２名以上含まれていること、それから利害関係を有

する者が審査に参画しないこと、このような要件を定めてございます。 

なお、構成要件のうち、男女の規定でございますけれども、これは樹立

指針につきましては、やはりヒト受精胚の尊重という観点から、男性及び

女性それぞれ２名としているところでございますが、使用指針、それから

分配機関指針につきましては、医学系研究に関する倫理指針のとおりに、

男女両性で構成するとしてございます。 

さらに、計画内容の軽微な変更等については、書面による迅速審査が可

能であることを明確化すると。これも医学系指針に合わせた規定としてご

ざいまして、こちらは樹立指針でございますと９ページ、使用指針でござ

いますと９ページ、それから分配機関指針でございますと７ページに規定

を置いてございます。 

概要の「（４）指針の整備について」でございます。 

こちらも研究機関の要望に応じてでございますけれども、特に「ヒトＥ

Ｓ細胞の分配及び使用に関する指針」といいますのが、これまで分配機関

に関する規定、それから使用に関する規定というものを１つの指針に置い

ていたわけでございますけれども、この規定が複雑になっておりまして、

要は分配機関が見るべき規定、それからこれが一番指針の利用者としては

多うございますけれども、ヒトＥＳ細胞の使用に関する、使用を行う方が

見ていただく規定と、これに分けて整理した方が分かりやすいんではない

かと、そういう利用者の目線に立っての観点から、分配機関を対象とする

規定、それからＥＳ細胞の使用機関・使用者を対象とする規定の整理を行

いました上で、指針を「使用に関する指針」と「分配機関に関する指針」

に分けて整備してございます。 

「Ⅲ．その他」でございますけれども、特定胚の取扱いに関する指針の

改正に伴い、引用する条項を修正するですとか、その他、記載の適正化・
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簡素化を行うなど、形式的な所要の改正を行ってございます。 

「４．今後の予定」でございますけれども、こちらも本日の専門調査会

で御審議いただきまして、御了承いただけましたら、年度内にＣＳＴＩの

本会議に報告いたしました上で、文科大臣及び厚労大臣より告示を行いた

いと考えております。 

なお、これは現行の指針の改正でございますので、少し移行期間としま

して３か月を置きまして、公布は告示から３か月後を予定してございます。

この間に改正内容につきまして周知を行いたいと考えております。 

私からの説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

（五十嵐会長代理）どうもありがとうございました。 

それでは、何か御意見、御質問がありましたら、お願いいたします。 

（米村専門委員）こちらの件につきましては、私もきちんとフォローしており

ませんでしたので、かなり初歩的な質問で大変恐縮ですが、分配機関の役

割ないし位置づけについて少々お尋ねしたいと思います。 

先ほどの御説明、あるいは指針案を拝見しますと、分配機関は他機関か

らの「寄託」を受けたヒトＥＳ細胞を分配するという規定ぶりのようです

けれども、この分配機関は、ある種の分配業務のあっせんを行うだけであ

って、独自の立場で分配の判断をするわけではないということでしょうか。

基本的に、分配する主体はもともとの樹立機関であるという位置づけなの

でしょうか。ちょっと教えていただければと思います。 

（前澤生命倫理・安全対策室長（文部科学省））政策的な位置づけといたしま

しては、分配機関といいますのは、ＥＳ細胞の樹立機関にしましても、使

用機関にしましても、例えば研究計画が終わった後で─まあ、これはＥ

Ｓ細胞を使っていたものを廃棄するか、あるいは取っておくかということ

でございますけれども、取っておくにいたしましても、保管管理というも

のがなかなか大変でございます。かつ、１回樹立しましたＥＳ細胞といい

ますのは、やはり系列がございまして、それはそれできちんと保管をする

ことが必要になってございます。 

こういう観点から分配機関というものを置きまして、現在、理研のバイ

オリソースセンター（ＢＲＣ）でございますけれども、きちんとこういう

ところでヒトＥＳ細胞の国内で樹立された系統が保管される、それから必
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要に応じて分配される、そういうことを確保しているものでございます。 

なお、分配につきましては分配機関指針に規定があるんですが、分配機

関は基本として、その分配を求められた場合は分配をしなければいけない

ということを定めてございます。どこだったかな。 

（米村専門委員）その点は後ほどお答えいただくとして、私がお聞きしたい内

容をもう少し説明させて頂ければと思います。ここでは「寄託」という表

現になっているのですが、法律上の「寄託」というのは─ＥＳ細胞につ

いて所有権が成立するかどうかは重要な問題なのですが─普通の物の寄

託の場合には、寄託者に所有権が残っていて、寄託を受けた人─これを

「受寄者」と呼びますけれども─はその物に関しては何の権利も持たな

いのです。ですから、受寄者が勝手にほかの第三者に提供すると、それは

横領になってしまいます。 

ですから、指針の「寄託」という表現は、実際の法律関係と適合しない

可能性があります。もちろん、場合によっては本当に法律上の寄託関係に

なっているケースもあるかもしれません。樹立機関から、「これは保管だ

けお願いしているのだから、ほかの機関に移転しないで下さい」という趣

旨でＥＳ細胞の移転を受ける場合もあるかもしれません。しかし、恐らく

理研のＢＲＣも含めて、通常想定されている分配機関の位置づけはそのよ

うなものではなく、むしろ、分配機関の独自の判断で他の研究機関にＥＳ

細胞の分配業務を行うことが想定されているのではないかと思ったわけで

す。それは「寄託」ではなく、通常の譲渡であると思います。 

ですから、これは表現の問題ですので今回はこれで結構ですが、次回以

降の指針の見直しの際に、通常の法律上の用語に合わせて、「寄託」では

なく「譲渡」にしていただいた方がいいかと思います。また、ガイダンス

等において、その点を明確にしていただけると大変ありがたいと思います。 

（五十嵐会長代理）現実にＥＳ細胞を樹立した施設は、京都大学と成育医療研

究センターの２つです。ＥＳ細胞を第三者機関にお預けして、そこから分

配をしていただくという構図です。阿久津先生、補足の御説明をいただけ

ますか。 

（阿久津専門委員）指針では、ＥＳ細胞を樹立した細胞株については、使用計

画を承認された方に対して、施設に対しては無償で分配するということに

なっております。 
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当初は樹立機関から直接送られていたのですが、負担が大変になってき

ましたし、きちんとした管理の上提供することが必要だろうということで

分配機関というものができた経緯があります。 

もちろん、樹立機関と分配機関の中で手続をして、それでＥＳ細胞を指

針の承認された施設に送るという流れになっています。 

（五十嵐会長代理）加藤専門委員、どうぞ。 

（加藤専門委員）確かｉＰＳも「寄託」という言葉を使っていたと思います。

理研ＢＲＣに細胞を送るときに。疾患ｉＰＳのかなり大きな事業が動いた

ときでした。 

（米村専門委員）実は、この問題は根が深くて、もともとバイオバンクの仕組

みができたばかりの萌芽の時期に、「寄託」「分譲」という表現で生体試

料等のやりとりをあらわすケースが多かったのです。 

以前私の方で由来を調べましたら、知的財産権に関する制度なのですが、

微生物特許に関するブダペスト条約の仕組みが、この「寄託」「分譲」と

いう表現を使っていました。新たな細菌やウイルスを作成すると、その微

生物自体が特許対象として認められる場合があるのですが、そのような場

合に、特許機関に特許対象の微生物を寄託しなければならないという規制

があります。その仕組みの表現をそのまま持ってくる形で「寄託」「分

譲」という言い方がされたようです。 

しかし、これはバイオバンクの法律関係をあらわすには極めて不適切な

表現でした。「分譲」は法律用語としては余り使わないのですが、「分

譲」も含めて、「寄託」「分譲」という言葉から通常想定される法律関係

とバイオバンクの法律関係は全く異なっていて、その乖離がだんだん無視

できなくなってきているというのが昨今の状況だと思います。そのような

ことから、この「寄託」という表現はなるべく使わない方がいいと考えて

おります。 

（五十嵐会長代理）町野構成員、どうぞ。 

（町野構成員）今の米村さんのご意見について。普通、バイオバンクでは「バ

ンキング」という片仮名を使ったりしていると思います。銀行に預金をす

るときにはその１万円札の所有権はまだ自分のところにあると言う人は誰

もいません。ガイダンスなどで説明されるのなら、それは民法に言う「寄

託」とは違っているということを書かれた方が良いと思います。所有権の
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ほか、バンクした者の権利についてまで踏み込んで書いていいかどうかは

私は判断つきかねますけれども。 

（五十嵐会長代理）これもガイダンスはつくるんですか。 

（前澤生命倫理・安全対策室長（文部科学省））はい、そうでございます。 

それから、そこまで精緻に私どもも一般の法律用語との違いというよう

なところまで分析しておらずに申し訳ございません。 

これは、ガイダンスに記載するか、あるいは今回可能であれば、この指

針自体の文言を変えられるのか、事務局の方で少し検討させていただきた

いと思います。 

重要な御指摘をありがとうございました。 

（五十嵐会長代理）甲斐専門委員、どうぞ。 

（甲斐専門委員）今の点で、町野先生が指摘されたところは大事かと思います。

米村委員の御指摘も同様です。 

ｉＰＳ細胞はやっぱり人工的なものですから、そこで使われた用語とい

うのがＥＳ細胞─ＥＳ細胞とは似てはいますけれども─本質が違うと

ころがありますよね。したがって、同じような表現を使ってよいかという

と、そこは慎重にやった方がよいのではないか。 

根本は、深い問題がありまして、ｉＰＳ細胞自体の法的性格というのと、

ＥＳ細胞自体の法的性格というのが法律家から見ると本当に同じかという、

ここのところの議論に結局帰着するので、「寄託」という言葉を安易に使

うと、そこに誤解を招くという懸念があります。その辺、関係があるとい

うことを補足させていただきます。 

（前澤生命倫理・安全対策室長（文部科学省））ありがとうございます。 

今私ども改めて確認いたしましたけれども、いわゆる民法などで言う

「寄託」とは、この指針上の「寄託」は違う。要は所有権のお話でござい

ますね。米村先生のおっしゃるとおり、所有権が寄託した方に残っている

ということではございませんので、その辺は今後修正、あるいは補足の方

法をきちんと考えさせていただきたいと思います。 

（五十嵐会長代理）青野専門委員、どうぞ。 



－25－ 

（青野専門委員）私も一つ基本的なことの確認で恐縮ですけれども、使用機関

から使用機関への有償の分配。新たに加わるものだと思うんですけれども、

それが具体的にどういうものが想定されているのかというのを１つ教えて

いただけないでしょうか。 

（前澤生命倫理・安全対策室長（文部科学省））例えばでございますけれども、

一番分かりやすいのがある使用機関におきましてＥＳ細胞を加工する。そ

れが臨床利用にできるようなクオリティのものであることを何回もテスト

をして確かめる、あるいはＥＳ細胞を加工する。こういうところにコスト

がかかることがございます。 

ですので、その分をまた別の使用機関にお渡しするときに、これはもち

ろん双方合意の契約ということになろうかと思いますけれども、上乗せを

した形でお渡しできるようにすると、そういうものでございます。例えば

でございますが。 

（青野専門委員）例えばＣｉＲＡが海外の使用機関にそのＥＳ細胞を分配する

みたいなイメージなのかなと思うんですけれども、有償というからには、

それに何か価値が付加されているということなのかなと思うんですけれど

も。すみません、具体的にイメージできなかったので伺うんですが。 

（五十嵐会長代理）どうぞ、どなたか補足をお願いします。 

（阿久津専門委員）補足です。 

例えば、今樹立機関で樹立されたものは無償で分配しています。ただ、

一旦これが再生医療の原材料、もとになるような細胞になった場合、普通

の培養じゃなくて非常にきちんとした施設、あるいは特に検査です。ウイ

ルス等の検査ですと非常に莫大なお金がかかってきます。そういうものを

ある程度保証した形の─同じＥＳ細胞ではありますが、そこに附随する

価値が全然異なってくるものがあると。 

そういうものを使用機関から使用機関へ送る場合に諸費用を計上すると。

要は利益を得るためというわけではないというふうには理解しています。 

（青野専門委員）分かりました。更にその先を伺いたいんですけれども、その

ようにこの指針が改正されるということについてですが、インフォーム

ド・コンセントから見て、何か注意すべき点があるのかどうかを確認した

いんですけれども。 
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余剰胚から樹立しているわけですね、ＥＳ細胞は。その余剰胚を提供な

さっている方々のインフォームド・コンセントというのが存在しているわ

けですけれども、既にそれは最初のインフォームド・コンセントでこうし

たものまでカバーされているというふうに考えるのか、それとも何か再同

意が必要な場合があるのかというのをちょっと確認させてください。 

（阿久津専門委員）それもお答えします。 

既に樹立されたＥＳ細胞は再同意が不可能になります。これは連結不可

能、当時連結不可能匿名化ですので。新たに樹立するものに関しましては、

樹立機関、提供機関も含めた形での樹立計画の中での判断なんですけれど

も、そういったことも含めて同意説明をしていると、する計画になってい

ると思います。 

（前澤生命倫理・安全対策室長（文部科学省））具体的に補足させていただき

ます。 

具体的な指針案、これは樹立指針ですと第２５条にインフォームド・コ

ンセントの説明書の内容を書いてございますけれども、こちらの……失礼

いたしました。これは改正後ですと１９条です。１９条の第３項でござい

ますが、こちらの１１号に「ヒトＥＳ細胞から有用な成果が得られた場合

には、その成果から特許権、著作権その他の無体財産権又は経済的利益が

生ずる可能性があること及びこれらが提供者に帰属しないこと」と。これ

はインフォームド・コンセントの内容として含まれてございます。 

阿久津専門委員に御説明いただいたとおりでございます。 

（青野専門委員）つまり、今の１１号は、既存のＥＳ細胞の樹立の際にもこれ

が含まれているということでしょうか。 

（前澤生命倫理・安全対策室長（文部科学省））はい、そうでございます。 

先生方の御参考に、条文の新旧の比較表というものを机上に配布してご

ざいますけれども、こちらを見ていただきますと、改正後の１９条が旧の

第２５条に当たりますけれども、現行の規定にも全く同様の条文が置かれ

てございます。 

（青野専門委員）この１１号は今質問させていただいた内容とはちょっと違う

ような。有効な成果が得られた場合の何か特許権とかということだと思う

んですけれども。 



－27－ 

いずれにしても、新規のＥＳ細胞樹立については、そうした同意をとる

ということは今の阿久津専門委員の御説明で分かりました。 

既存のＥＳの場合には、連結不可能だということで再同意をとることが

できないということも理解いたしましたが、最初の、もう連結不可能にし

てしまった既存のＥＳについても、この辺までのコンセントは得られてい

たというふうに理解をされているのかどうかというのを１点だけ確認させ

てください。 

（阿久津専門委員） 

当然ながら、ＥＳ細胞を樹立する際には、こういうことまで範疇に入れ

た形で十分─まあ、その計画自体は審査されて、同意手続きもそれも含

めた形で行っております。 

ただ、大事なのは、現存する指針にのっとった形で適切に運用するとい

うものも大前提として御理解いただいていると思います。 

（五十嵐会長代理）そのほかはいかがでしょうか。 

加藤専門委員、どうぞ。 

（加藤専門委員）海外機関への医療応用での分配ができるということが今回あ

ります。ちょっと曖昧な質問なんですが、そこでは、契約をして、しっか

り使っていただけるところに出すということだと思います。、例えば、分

配指針の方で９ページのところ、「当該海外機関のある国又は地域の制度

等を遵守すること」ということで、そうした条件で使っていただくという

ことだと思うんです。ところが、何かいいかげんな使い方をされて、医療

ビジネスのようなことが起こって、いいかげんな形で患者さんへ投与され

るというようなことがなされるというのをどのように日本側でコントロー

ルするのかというのが気になるんですが、いかがでしょうか。 

（前澤生命倫理・安全対策室長（文部科学省））この規定につきましては、こ

の海外機関への分配につきましては、文科省の審議会の方でも結構時間を

かけて御議論いただいたところでございますけれども、この第２号の「当

該海外機関の存する国又は地域の制度等を遵守すること」というのは、こ

れは日本よりも更に厳しい規定がある場合には、そっちを守ってください

よと、そういうことを想定してございます。 

そのほかは、そのほかの号を見ていただきますと、先ほどちょっとあえ
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て読み上げましたけれども、国内と同等の─もうこれは取扱いというの

を海外で遵守していただく、それを契約の中にきちんと盛り込んでくださ

いということでございますので、そこで、海外でだらしのない使い方をさ

れないということを担保しているということでございます。 

（加藤専門委員）すみません、それがどこに書いてあるか。 

（前澤生命倫理・安全対策室長（文部科学省））これは分配機関指針の第１３

条でございますけれども、第３号としまして「ヒトＥＳ細胞を、他の機関

に対して分配をしないこと」ですとか、第４号の方は、要は胎内移植をし

ないということですとか、あるいは「ヒトＥＳ細胞から作成した生殖細胞

を用いたヒト胚の作成を行わないこと」、それから第５号で、そもそも

「基礎的研究及び医療目的以外の利用を行わないこと」と、このようにる

る定めてございます。 

（加藤専門委員）まあ、そうなんですけれども、いわゆる再生医療として分化

させた細胞を移植するということが行われてしまうときに、日本はしっか

りとした規制を持っていると思うんですけれども、そこが日本より緩やか

である場合、どうなるのかなという。 

例えば、ほかの指針では、海外にＤＮＡや何かを出すときには、同等の

ことが守られるという議論があったと思うんですけれども、それが明文化

されているでしょうか。 

（前澤生命倫理・安全対策室長（文部科学省））その御趣旨で、審議会での議

論の上、この条文をお定めいただいたわけでございますが。 

ですからここに、契約で定めているような内容が守られなければ、直ち

にＥＳ細胞の使用を終了することということもございます。 

（加藤専門委員）分かりました。当面は、例えばガイダンス等で、そういう趣

旨で議論してつくったものであるので、そういうことをしっかり見た上で

契約をして細胞を出すことにしてくださいというふうなことをちょっと入

れておくといいのではないかと思います。 

（前澤生命倫理・安全対策室長（文部科学省））御意見ありがとうございます。 

加藤専門委員の御懸念というのも理解はいたします。そういう御懸念、

それから─ただ一方で、ＣＳＴＩから指摘を頂きましたとおり、海外と

の共同研究、あるいは日本でつくられたＥＳ細胞が世界で需要があるとい
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うこと、こういうことのバランスをとるために適正手続を定めておるのが

今回の指針だと考えておりますので、その運用につきましては、ガイダン

スにおいて確保されるようにしたいと思います。 

（加藤専門委員）私も、もちろん、日本からすばらしいＥＳ細胞が臨床応用も

含めてできて、世界で使われるということを非常に望んでいるというか、

期待しているところなんですけれども、同時にいろいろ押さえておかない

こともあるというふうに考えています。 

以上です。 

（五十嵐会長代理）どうもありがとうございます。 

その他はいかがでしょうか。阿久津専門委員、どうぞ。 

（阿久津専門委員）ＥＳの使用指針、これは意見といいますか、コメントなん

ですけれども、使用指針が大分改正されまして、これまで研究に携わる人、

ＥＳ細胞を扱う人の登録というのが逐一明記、登録しなければならなかっ

たんですけれども、そうすると、特に大学なんかですと、学部生であった

り、大学院生が実質本当であったら行ってほしい、あるいはES細胞を扱い

たいのが、科学的な理由じゃなくて、手続の理由だけで行っていなかった

というのがこれまでの日本の現状だと思うんです。 

ただ、今回はそういうことをかなり簡素化しておりますので、もちろん

責任は使用計画の責任者にあるのですが、ヒトのＥＳ細胞がより扱いやす

く、研究しやすくなったというのが実際のことだと思っています。 

ただ、ここで改正案が出た後も─私もよく質問を受けるんですけれど

も、機関の人だったりとか、指針を運用する倫理審査委員会の事務の方だ

ったりというのがまだ非常に多いというのが、ＥＳ細胞の指針が一昔前の

状況だと思っているのが現実的にございます。それは文部科学省様も、せ

っかくできた指針の運用というのにも、引き続き御協力いただきたいなと

思います。 

（五十嵐会長代理）アナウンスメントしてくださいという意見でもあるわけで

すね。はい、分かりました。よろしくお願いいたします。 

その他にはいかがでしょうか。 

そうしますと、今日の委員会で御指摘も幾つか頂きましたので、特に、

「寄託」という言葉の使用について、もう一度事務局の方で鋭意検討して
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いただいて、場合によっては変更することも考える、あるいはガイダンス

の方で説明するなどの配慮をしたいと思います。 

両省におかれましては、今日の議論の内容も踏まえまして、ＥＳ細胞に

関する各指針の運用─まあ、まず検討していただいて、修正がある場合

にはそれを示していただいて運用を行うようにお願いしたいと思います。

ありがとうございました。 

それでは、議題５「ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方」見直し等に

係るタスク・フォースにおける検討状況についての検討に移りたいと思い

ます。 

説明をお願いいたします。 

（長谷部参事官）では、資料５をお手元に御用意お願いいたします。 

この議題５からは、再び調査会とタスク・フォースの合同会議としての

運営になります。初めに、本議題をお諮りする趣旨について御説明いたし

ます。 

平成３０年９月２８日の第１１２回生命倫理専門調査会において、ヒト

胚へのゲノム編集技術の適用等についてのタスク・フォースでの検討事項

を資料としてまとめまして、タスク・フォースでの検討をお願いしている

ところでございます。 

本日は、このタスク・フォースでの検討状況につきまして、まだ検討中

の段階ではありますが、これまでの検討状況を生命倫理専門調査会に御説

明させていただき、今後のタスク・フォースでの検討、取りまとめを行う

に当たり、お気づきの点など、御意見を賜りたいと考えております。 

それでは、具体的な説明をお願いいたします。 

（廣瀬研究企画官（厚生労働省（内閣府併任）））それでは、厚生労働省厚生

科学課の廣瀬と申します。具体的な検討状況につきまして、御説明をさせ

ていただきます。 

お手元の資料５を御用意いただければと思います。 

昨年９月２８日に生命倫理専門調査会でおまとめいただきました「ヒト

胚の取扱いに関する基本的考え方」見直し等に係るタスク・フォースにお

ける検討事項についてに従いまして、具体的にタスク・フォースでの検討
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を進めてきたところでございます。これまでの議論の内容を検討事項の一

部ではございますが、お手元の資料５にまとめさせていただいております。 

これまでの議論の内容を検討事項の一部ではございますが、お手元の資

料５にまとめさせていただいております。１枚目が余剰胚を用いた疾患の

病態解明と治療法開発に関する議論、２枚目が新規作成胚に関する議論と

なっております。それぞれの議論をする上で「ヒト胚の取扱いに関する基

本的考え方」で示されている内容を理解した上で、第一次報告でどのよう

にまとめられたかを確認しつつ、議論を進めてきております。 

字が小さくて申し訳ないのですが、一番左側の黄色のカラムでございま

すが、こちらには「ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方」が記載されて

おります。 

１枚目の疾患に対する病態解明や治療法開発に関しては、ヒト受精胚尊

重の原則があり、例外が許容される条件が満たされれば、この分野に関し

ての研究が許容されるとしておりました。 

左から２番目の薄い緑色のカラムでございますけれども、平成３０年３

月に出されました第一次報告のまとめを記載しておりますが、病態解明や

治療法開発を目的とする基礎的研究に関しては、生命倫理専門調査会にお

いて、これらの疾患にかかる学会等からの見解が得られ次第、タスク・フ

ォースにおいて速やかに検討を行うとしております。 

右側の青色のカラムに移りますが、これらのことを受けまして、タス

ク・フォースでは具体的な議論を行ってまいりました。 

まず基本的考え方の例外が許容される条件といたしましては、青のカラ

ムが３つに分かれていますが、青の一番左のカラムを御覧いただければと

思います。１番として科学的合理性が認められること、２番として、人へ

適用する場合には安全性に配慮されていること、３番として、社会的妥当

性が認められることとなります。 

そういった観点を議論するために、具体的対象疾患の例示やヒト胚を用

いなければならない科学的知見、ｉＰＳ細胞など、他の細胞を使うことで

も解決しない研究なのかといった代替不可能性。動物実験の状況ですとか、

１４日間、すなわち原始線条の形成の前までの研究で成果が得られるのか

なども構成員から意見を頂きつつ、様々な有識者からのヒアリングを続け

て議論してまいりました。 
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その次の右側、真ん中ぐらいですけれども、構成員の方から出ました意

見を列記したものと、それから各ヒアリングから得られた議論すべき倫理

的観点を、さらに、ヒアリングの内容と具体的な検討事項ということで事

務局でまとめております。 

こういった倫理的課題の議論を行うのと同時に、実際の審査体制はどう

するのか、海外での規制状況はどうなっているのかということも議論して

きましたので、それは別途、一番下の段のところにまとめております。ヒ

アリングにおきましては、海外における現在の規制状況についてまとめて

いただいたこともありましたし、それをもとに日本での規制の在り方の議

論等も行ってきましたので、そのようなことを記載しております。 

余剰胚を用いた疾患の病態解明・治療法開発を目的としたゲノム編集技

術の基礎的研究に関しましては多くの意見を頂き、またたくさんの有識者

の先生方から科学的知見、社会的妥当性の御意見を頂き、倫理的課題につ

いて議論してまいりました。 

具体的な対象疾患といたしましては、染色体異数性変異に関する疾患で

すとか、単一遺伝子異常による疾患を例示してもらい議論してきました。

単一遺伝子異常による疾患は１万以上あり、対象となり得る疾患は多数考

えられるようでございます。 

ここで、一方、２枚目の方に移らせていただきたいと思いますが、こち

らもまとめ方は１枚目と同様の形で、ただ内容としては新規作成胚を用い

た研究に対して行ってきた議論を同じようにまとめさせていただいており

ます。「ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方」では、「研究材料として

使用するために新たに受精によりヒト胚を作成しないこと」という原則か

ら始まっております。 

「ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方」では、「研究材料として使用

するために新たに受精によりヒト胚を作成しないこと」という原則から始

まっております。一方で、この「ヒト受精胚尊重の原則の例外が許容され

る条件」は、先ほどと同じで、科学的合理性、人への安全性の配慮、社会

的妥当性という条件であります。 

平成３０年３月の第一次報告では、生殖補助医療を目的としたものであ

っても、ゲノム編集技術を行う研究は余剰胚に限定して容認しており、新

規作成胚の基礎的研究への利用等については生命倫理専門調査会において

引き続き検討を行った上でタスク・フォースにおいて検討を行うというふ
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うにしております。 

先ほどの余剰胚に対する疾患研究のときと同様に、構成員から様々な御

意見を頂き、ヒアリングにおいても、新規作成胚を用いた研究の必要性に

関しても提示していただきましたので、同様に右側の青色のカラムのとこ

ろにまとめてあります。 

この分野でも倫理的課題を検討する上で基本的考え方の例外が許容され

る条件に沿って、これまでの議論をまとめさせていただきました。 

初期胚の発生における様々なメカニズムはヒトとマウスで異なるという

科学的知見があり、ヒト胚を用いなければ分からないという御意見もござ

いました。また、ヒト受精胚の初期の状態を把握することは、余剰胚を用

いた研究では不十分であり、新規作成胚を用いた研究も必要であるという

御意見もありました。 

事務局では、これらのタスク・フォースでの議論をこの２枚にまとめさ

せていただきましたので、タスク・フォースからの生命倫理専門調査会へ

御報告をさせていただきたいということで本日お諮りするものでございま

す。 

また、この資料５の最後には、縦の一枚紙でございますけれども、御参

考までに、平成３０年３月以降、ＣＳＴＩ第一次報告以降の検討経緯をお

示ししてございます。 

生命倫理専門調査会として、これらの議論に対して御意見を頂ければと

思います。 

余剰胚を用いた疾患の病態解明・治療法開発に関するゲノム編集技術を

用いた基礎的研究に関しての議論は十分であるのかどうか、今後タスク・

フォースにおいて議論すべき方向性とか、問題点などを御提示いただけれ

ばというふうに考えております。 

また、同様に新規作成胚に対するタスク・フォースでの議論につきまし

ても御検討いただきまして、今後の方向性を生命倫理専門委員会として御

意見を頂ければと考えております。 

事務局からの説明は以上となります。よろしくお願いいたします。 

（五十嵐会長代理）どうもありがとうございました。 
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それでは、今後、このタスク・フォースで取りまとめを行うわけですけ

れども、今まで様々な角度から検討、あるいはヒアリングをしてまいりま

した。今後更に検討を行うことが必要な内容、あるいは留意すべき点等が

ございましたら、それを中心に御意見を頂きたいと思います。 

（青野専門委員）私はタスク・フォースのメンバーでもあり、本会議の方の親

会議の方のメンバーでもあるので、どちらの立場で申し上げるかというの

は難しいところなんですけれども、とりあえず、幾つか確認したい点とか

提案したい点を申し上げさせていただきたいと思います。まず非常に基本

的なことなんですけれども、今の御報告の中にもありましたが、第一次報

告の中には基本的に具体的には大体３つあったと思うんですけれども、ま

ずは生殖補助医療に資する研究については容認して指針をつくるというこ

とで、案が今日提示されたということですよね。 

そのときに積み残しているテーマとして、１つは遺伝性疾患などの研究、

がん等の疾患研究を目的とする基礎研究ということなんですけれども、も

う一つは新規胚の作成ということだろうと思います。まず遺伝性疾患、が

ん等の疾患研究を目的とする基礎研究なんですが、一次報告に生命倫理調

査会において、これらの疾患に係る学会等の見解が得られ次第、タスク・

フォースにおいて速やかに行うというふうになっているわけですが、実際

には学会等の見解というものが医学会からは中間報告という形で頂いてお

りますが、その後はまだ頂いてもいないというのが現状ではないかと思う

んですが。 

ですので、それはまだ途上にあるというのが私の理解なのですが、そう

いう認識でよろしいかどうかということです。 

また、新規胚の基礎的研究利用ですが、生命倫理専門調査会において検

討を行った後にタスク・フォースで検討ということになっておりますが、

新規胚の検討というのは、これまで余り具体的に何か検討されたという認

識が私にはないんですが、もう少しきちんと基本から検討するべきではな

いかというふうに思っております。まず最初の基本的な確認です。 

（五十嵐会長代理）厚生労働省廣瀬研究企画官、どうぞ。 

（廣瀬研究企画官（厚生労働省（内閣府併任）））まず１点目につきまして、

学会等からの報告でございますけれども、事実関係としては、青野委員お

っしゃられたように中間報告の形で頂いている状況でございます。 
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ただ、これでまだ終わりではないのではないかという部分の御意見がご

ざいましたけれども、中間報告の中でいろいろ具体的な疾患名など少し薄

い部分につきましては、ヒアリングの中でいろいろ個別の、さらに別途有

識者の方にも御出席いただきまして議論させていただきましたので、ある

程度その条件というのは満たされているのではないかなというふうに考え

ております。 

ちなみに、２点目の新規胚のところにつきましては、タスク・フォース

の方でもいろいろ議論させていただいたんですけれども、この２枚目の紙

を見ていただいてもお分かりかと思いますが、項目としてはちょっと薄い

内容になっておりますので、もうちょっと検討が必要なのかなというふう

に思っております。 

さらに、その点につきまして生命倫理専門調査会の先生方からもコメン

トを頂けますと幸いでございます。 

（五十嵐会長代理）ありがとうございます。 

いかがでしょうか。山口構成員、どうぞ。 

（山口構成員）今の議論も含めてなのですけれども、この生殖補助医療の方は

１つ、もう片がついたというふうに僕は理解しておりますけれども、難病

と疾患（がん等）の、これに適用するかどうかという話については、学会

等からの答えを聞かないといけないのかという点については、実際に幾つ

かヒアリングをした経緯の中で、幾つかの候補はある程度見えてきたとい

うふうには思うんです。ただし、そのところで議論になったのが、こうい

うふうなものに適用できるかもしれないんだけれども、具体的に例えばゲ

ノム編集でノックアウトする、ノックインするとか、あるいは別の遺伝子

改変技術を用いるといって、こういうことをすれば、こういうことが分か

りますというところまではまだ分からない。要するに、そういいった具体

例は出てこないというふうに今の現時点では思っております。 

ただし、これはこの会議で現時点でそこまで明確にしないと結論ができ

ないかという話とちょっと分けて考えた方がいいような気がするんです。

むしろ、例えばこういうゲノム編集をこういうふうなところに適用すれば、

少なくともこの１４日間という短い期間の中で少なくとも答えがきちんと

出せるような、しかも前もった基礎研究がきちんとできているものであれ

ば、そういうものに適用できる可能性はあるだろうというふうには思って

おります。 
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ただ、例えば先ほど、大きな課題である疾患（がん）とかは、こういう

１４日間で答えが出るかというと、私なんかはほとんど不可能であろうと

いうふうに思っていますので、これこのテーマに入る課題を全てできると

いうふうには正直言って思えません。 

むしろ、先ほど報告をいただきました阿久津専門委員にも講演いただい

た染色体の異数性とか。ただし、そのときに何をノックアウトするのまで

ここで見えないとできないのか。それとも、そういうところを、基礎デー

タがあったら次のステップとして行っていいんだという、そういうところ

を明確にすることができれば、これはそういう基準が明確にできれば、例

えば委員会で審議をするというときにも、そういう基準に沿って委員会で

審議をするんだろうというふうに思いますので、むしろ、そういうところ

を議論した方がいいんではないかなというふうな気がいたしております。 

それから、あと新規作成に関しては、これはタスク・フォースでもまだ

十分、僕は議論ができていないし、どこまで新規作成のときに技術的に適

用できるのか。要するに、新規作成するときに、あらかじめ遺伝子をノッ

クアウトした卵とか、そういうものを使ってまでやるのか。その辺の議論

が全然できていないような気がいたしております。 

（五十嵐会長代理）ありがとうございます。 

他はいかがでしょうか。 

（松原臨時構成員）山口先生が御指摘になったことについて、私の意見を述べ

させていただきます。 

山口構成員も御指摘になったように、この遺伝子にここをこういうふう

にノックアウトすれば、１４日間でこんな結果が出るというのは、これは

もう個別の研究事項になると思うんです。それをここで一々出してきて一

つ一つ議論していくということは、ちょっと方向性が違うと思うんです。

実際の個別の研究に関しては、私は相当厳しい基準でセレクトすべきだと

思います。いいかげんな研究は絶対認めるべきではないと思います。ここ

では、研究を審査する委員会でこういう条件を満たせばやっていいという

大きなこと、それを決めることがここの義務じゃないかというふうに思い

ます。 

その大きなことを決めるに当たっては、ゲノム編集に関しては物すごい

勢いで今進んでいますので、将来的なことも見越した上で非常に包括的な
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概要を決めておくべきであろうというふうに思いますし、今の私たちが知

り得ている限定された知識だけで小さいものをつくるよりは、もっと大き

なものを決めておくべきだろうと思います。そこには厳しい倫理性とか、

そういったものを求められるのは当然ですけれども、今の限られた知識だ

けで小さいものをつくってしまうと、結局は研究の発展の足を引っ張るこ

とになるかというふうに思います。 

（五十嵐会長代理）ありがとうございます。 

どうぞ、町野構成員。 

（町野構成員）本当にますます基本的なことで申し訳ないんですけれども、私

はタスク・フォース委員会に所属しておりますけれども、我々のタスクと

いうのは一体何だったんだろうかと。基本的に私が了解したのは、受精胚

についてのゲノム編集技術の適用について方向性を示せということであっ

たと理解しております。 

そうすると、非常に狭いものだったんですけれども、御議論を今ずっと

伺ってまいりますと、ついに、ヒト胚一般についての取扱いについての考

え方を出せというような話になってきますけれども、我々のタスクという

のはそうだったのか、おまえが狭く理解し過ぎていたんだと言えば、はあ、

分かりましたということになりますが。 

もう一つは、一番最初の基本的考え方はとにかく基礎研究しか議論しな

いと。臨床応用とか、そういうことは考えないということだったわけです。

その中でこの三本の柱が出て、２番目のところで安全性というのがあるか

ら、これでかなり話がややこしいことになってきたということです。 

私は、第１と第３、社会的妥当性と科学的合理性、それだけが柱でヒト

胚の研究だけを考えていけばいいのかなというぐあいに思っておりました。

しかし、今日までに改正された指針などを見ますと、ＥＳ細胞を臨床に用

いるということまで含まれております。そうだとすると、ここから先の全

体的な議論の中で臨床まで見据えた議論をするということに行くんだろう

かと、あるいはまだそれは早いから基礎だけにとどめるということなのか

と。 

（五十嵐会長代理）厚生労働省廣瀬研究企画官、どうぞお願いします。 

（廣瀬研究企画官（厚生労働省（内閣府併任）））すみません、事務局でござ

います。 
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御指摘でございますけれども、今回タスク・フォースのよりどころとい

うのは、あくまでも９月２８日に生命倫理専門調査会でおまとめいただい

た検討事項によっているところでございまして、基礎的研究、しかも病態

解明とか─まあ、治療法解明というのも物としては入っているわけです

が、ただそうはいっても、それも当然治療するわけではなく、基礎的な研

究に限られての検討であるというふうに理解をしております。 

ただ、タスク・フォースで考え方を整理させていただくに当たりまして、

たびたびヒト胚の取扱いそのものの議論がベースにならずに、いろいろな

意見が出てくることがありましたものですから、もう一回再構築といいま

すか、再確認の意味合いで、そういう背景などもベースにきちんとタス

ク・フォースが検討事項を進めてきましたという整理のために、この資料

の構成になっているものでございますが、ご質問の趣旨に合っていますで

しょうか。 

（町野構成員）結論としては、要するにみんなやれということですか。 

（廣瀬研究企画官（厚生労働省（内閣府併任）））みんなするということでは

なく、すみません、基礎的研究の部分について、その病態解明などの部分

です。 

（町野構成員）基礎的研究の部分ですね。分かりました。 

基礎的研究に限ると。それは事務局のお考えでしょうか、それとも座長

のお考えでしょうか。 

（前澤生命倫理・安全対策室長（文部科学省））すみません、補足させていた

だきます。 

それはＣＳＴＩのお考えでございまして、今やっていただいている議論

というのは、去年の３月に１度一次報告という形でまとめていただいてお

ります。その中に当面、それはもう技術の安全性、それから倫理的な議論

が尽くされていないということで、まだ臨床は時期尚早であると、これは

明示していただいておりまして、その後の議論というのは、そこを土台に

その上に積み重ねられたものであると、そういう御理解を頂ければと思い

ます。 

（五十嵐会長代理）私もそのように理解しておりますので、よろしくお願いし

ます。 
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伊藤厚生委員、どうぞ。 

（伊藤構成員）ちょっと教えてほしいんですが、この文章がちょっとおかしい

かなと。 

資料５は非常に簡略化して書かれているのだと思うのですが、「ヒト受

精胚尊重の原則の例外が許容される条件」というのは、そうすると、むし

ろ、この例外が許容されるというのはこういうことなのかというのが分か

らない。これは「満たされなければならない条件」というのなら分かるの

ですけれども、何かこれだと、これを例外として許容されるという意味な

のかどうか。ちょっと言葉としておかしいのではないかと思うのですが、

いかがでしょうか。 

（廣瀬研究企画官（厚生労働省（内閣府併任）））これは、基本的考え方の報

告の中に具体的に「ヒト受精胚尊重の原則の例外」という言葉が記載され

ておりますので、この記述に基づいて今回こういう使い方をさせていただ

いております。 

（五十嵐会長代理）山口構成員、どうぞ。 

（山口構成員）多分、これ基本的考え方の例外として許容される条件というこ

とではないんですか。 

（前澤生命倫理・安全対策室長（文部科学省））はい、そういう意味合いでご

ざいます。 

すみません、この資料は分かりやすくまとめることを優先しまして、少

し言葉が足りなかったようで申し訳ございませんでした。 

平成１６年の基本的考え方の中では、きちんとヒト受精胚の尊重という

ものがもう第一原則でありまして、ただし、例えば人間の福祉のためにそ

の例外が、例外として許容される場合があると。そのときに満たされるべ

き３要件として、ここにあります科学的合理性、安全性の配慮、社会的妥

当性が挙げられているという伊藤委員の御指摘のとおりでございます。 

（五十嵐会長代理）よろしいですか。 

（伊藤構成員）それから、これも簡略化して書かれているからなのでしょうか、

ちょっと分からないのは、人への安全性の配慮があれば、それで全てが満

たされるのかというようなこと。 
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それから、社会的妥当性というのがあるのですけれども、社会的妥当性

というのは、社会というのはすごくいろいろ変化するんだと思うんです。

ある時代では妥当であったとしても、別な時代になると、それは妥当でな

いというようなことはよくあることだと思うんですが、ここで言う人への

安全性の配慮というようなものと─安全性の確保じゃないですね。配慮

とか、社会的妥当性をいつどこで誰がどのように判断するのか、そういう

ことまで書かれるのか、そうでないのかがちょっと分からないので、どう

いう方向性をとろうとして、こういうことになったのか、分からないので、

お聞きしておきたいと思います。 

（廣瀬研究企画官（厚生労働省（内閣府併任）））すみません、御指摘の件で

ございますが、正に未来永劫にわたって社会的判断がどう変わるのかまで

を今の時点で考慮することはなかなか難しいかと思っておりますので、や

はり現時点ということを念頭に置いた上で、その時点における人への安全

性に対しての十分な配慮ですとか、社会的に妥当なものであるかというこ

とを十分考えた上で判断していくことになるのかなというふうに考えてお

ります。 

（伊藤構成員）それは十分信用したいとは思うのですが、例えば障害者に対す

る不妊手術みたいな─まあ、優生保護の思想に基づいたものは、その当

時はそれは妥当だと思われてされたんだと思うのですが、結局それはひど

い人権侵害であった。異常な優生思想に基づくものであったというような

ことがありますので、例えばそういう場合でももう少し先を見据えてとか、

あるいはこれは譲ってはいけない観点だというようなことを書かれるのか、

このような表現のままだけでいかれるのか、それもお聞きしたいと思うの

ですが。 

（前澤生命倫理・安全対策室長（文部科学省））伊藤委員の今の御意見、大変

重く受け止めたいと思います。 

これは平成１６年の「ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方」、いわば

科学技術行政の枠組みの中で検討され、おまとめいただいたものでござい

ますけれども、恐らく私どもの社会、日本国においては、もちろん憲法で

もそのような差別の禁止というものも定めてございますし、何といいます

か、この「ヒト胚の取扱いに関する基本的考え方」の更にその大前提、本

当に更にその奥の基本的考え方として今御指摘いただいたようなことがあ

ろうかと思います。 
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ちょっとその御意見を踏まえて、最終的なこの専門調査会、あるいはＣ

ＳＴＩとしての取りまとめにどのように書くのかは、引き続き先生方の御

意見も伺いながら考えてまいりたいと思います。 

（五十嵐会長代理）米村専門委員、どうぞ。 

（米村専門委員）昨年のこの会議で、私から、基本的考え方の例外許容の３要

件を維持するかどうかがまず問題になるので、その点から議論を始めては

どうかという問題提起をさせていただきました。 

その際、私自身はこの３要件は維持してよいのではないかという意見を

申し上げましたが、他の委員の方々からは特段の御意見がありませんでし

た。それを受けて、恐らく事務局では、この３要件自体は維持するという

前提でお考えになり、それぞれの要件が満たされているかどうかを個別的

に検討する段階に入ったという御認識で、この資料を作成されたのではな

いかと思います。 

今の伊藤構成員の御意見は、平成１６年の基本的考え方の例外許容３要

件自体を見直すべきではないかという御意見であろうと思います。 

もっとも、そこから見直すということになりますと、恐らくは先ほどの

町野構成員の御懸念のことが実現することになり、一般的にヒト受精胚尊

重の原則の例外をどのような場合に認めたらよいのか、という根本に立ち

返った検討をしなければならなくなるだろうと思います。 

そこまで今回のこの会議体で検討するのがよいかどうかは問題になりそ

うで、私自身は、昨年の段階で申し上げたのと同じく、現状ではこの３要

件の枠組みの中で判断するということで足りるのではないかと考えており

ます。この基本的考え方の例外許容３要件にまで立ち返って再検討すると

いうことは、今回の会議体では行わないということでよろしいのではない

か、３要件の適用段階の問題として、今回のゲノム編集の規制の在り方を

考えていけばよいのではないかと考えている次第です。 

（五十嵐会長代理）町野構成員、どうぞ。 

（町野構成員）別にタスク・フォースでもっと議論しろというのだったら、私

は暇ですから別に構いませんが。「報告書」が出たときには、今のような

ことまで具体的に考えていたわけではなかったと思います。私はその会議

体にいて生き長らえている、おそらく唯一の人間かもしれません。もちろ

ん、青野専門委員はずっと傍聴席にいられて、ずっと聞いておられました
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から、そこらはお分かりだろうと思いますけれども。 

あの時点では、およそヒト胚研究というのは絶対駄目だという考え方が

世界的な潮流であったわけです。それを例外的にどう許容するかどうかの

議論であって、日本もそれに巻き込まれていたわけです。そこで余剰胚か

らのＥＳ細胞の樹立だけを認めるという非常に狭いところで落ち着いたの

です。 

日本でも、ドイツ法のようにこれは絶対駄目だという人がいても不思議

はないんですが、現実には一人もいなかった訳です。ただ、議論の仕方と

して、これは早く決め過ぎるうんぬんという議論になった。私が代表して

言うわけではありませんんが、三要件について詰めた議論が行われたとい

うことはなかったと思います。 

受精胚を棄滅してＥＳ細胞を樹立するということは基本は本当は許され

ない。しかしながら、これは科学的に必要なことであって、これはほかの

方法ではできないものである。だから科学的合理性がある。社会の人々も

これを是認するだろう。だから社会的妥当性もある。当時は古い「社会的

合意論」がまだはやっていた時期です。こういうような表現の枠組みにな

っているわけですから、当然その段階では特に社会的合理性の内容につい

て何を考えていたのかは明らかでなかったと思います。これからは、もう

少し考えるべきじゃないだろうかというのが伊藤構成員の御議論だろうと

思います。３要件の枠組みの論理的構造については、私は少し疑問があり

ますが、枠組み自体については維持すべきであるというのは米村さんと同

じです。また、その中身についてはもうちょっとこれから議論する必要が

あるのではないかと思います。「らい予防法」「優生保護法」の問題が社

会的にもようように認識されるようになってきました。私も、日本社会が

少し鈍感であったと思いますけれども、それが出てきたときですから、今

は昔のような平成１６年の段階での議論にとどまることはできないだろう

と思います。 

（五十嵐会長代理）廣瀬研究企画官、どうぞ。 

（廣瀬研究企画官（厚生労働省（内閣府併任）））すみません、過去の反省に

も立ち返りまして。恐らく過去のいろいろな問題の根源といいますか、余

り個人の自由みたいなものを認めずに、こうあるべきだとして、全部そち

らにしてしまったということなどが結構問題があるのかなと思いますので、

やはり今の社会においては、個人の方の選択が尊重されるような形でつく
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られていくべきだろうと思います。 

伊藤構成員のおっしゃられている意見というのも、３要件そのものを否

定しているのではなくて、社会的妥当性の中の一部としてそういう考え方

もあるのではないかという問題提起かというふうに理解しております。 

（五十嵐会長代理）青野専門委員、どうぞ。 

（青野専門委員）私も今町野構成員がおっしゃったことにかなり同感な部分が

あるんですけれども。ただ、つまり、そもそもの今回の議論がヒト胚の取

扱いに対する基本的考え方を土台に始めて、しかも、それの全部を見直す

んではなくて、一部を見直すんだということで始まっているわけです。こ

こまで議論が進んでくると、やっぱり本当は根本的に見直さなければ済ま

なかったはずだと思うんです。今のように考え方が変わったと言うんであ

れば。 

例えば、先ほど松原臨時構成員がおっしゃったような個別の具体的な研

究内容まで踏み込んでは決められなくて、もっと大枠でいいんじゃないか。

というか、大枠であるべきだとおっしゃったと思うんですけれども、私も

個別の本当に細かい、こういう研究だったらいいとか悪いとかをここで話

し合うべきだと思っているわけではないんです。ただ、その大枠を考える

に当たっては、具体的なことが念頭になければ話し合う土台がないと思っ

て、そういうことを少し必要だと申し上げてきたわけです。 

では、その大枠を考える上でも、平成１６年とは違うんだと言うんであ

れば、そこを議論しない限り、その大枠でさえも私は決められないんでは

ないかという印象を今持っているんです。 

例えば、研究計画が出てきたものを個別に厳格に審査すればいいんじゃ

ないですかというと、もうそれはヒト胚の研究ではなくて、通常の体細胞

とどこのレベルで違ってくるのかなという。もちろん、それが全然違わな

いというふうになるとは思いませんけれども、やはりその根本に違うんだ

ということがあって始まった議論なので、そこを何か目をつぶって議論し

ているからおかしくなるんじゃないかなという気が実はしています。 

今大枠のことを申し上げましたけれども、もう少し個別具体的なことで

も申し上げたいことがあるんですけれども、例えばタスク・フォースの方

で議論している中に、遺伝性疾患などの研究ということで先日もヒアリン

グの中に出てきましたけれども、例えば遺伝性疾患の子供の出生予防をそ
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もそもの目的として行われている基礎研究というのがあるわけです。 

例えば、先日ヒアリングで出てきましたアメリカのオレゴンでしたっけ。

Ｍｉｔａｌｉｐｏｖのグループがやっているもの。これは、遺伝性疾患を

対象にして、その疾患を持つ子供の出生予防を念頭に置いた基礎研究をや

っているというようなものですよね。それとは別に遺伝性疾患の治療に資

するとかという研究というのも我々は念頭に置いて議論しているんだと思

うんですけれども、例えばその区別をやっぱりつけるべきなんじゃないか

というふうに私は思ったんですけれども。 

というのも、この中にも日本学術会議の議論に御参加になった方々がい

らっしゃると思うんですけれども、私の理解に間違いがなければ、日本学

術会議ではたしかそこを分けて─間違っていたら御指摘いただきたいん

ですけれども、そういう遺伝性疾患の子供の出生の予防を目的としたよう

な基礎研究については、当面は控えるというような御議論だったと思うん

です。 

そうしますと、やはりその辺も考えていかなきゃならないんではないか

と思うので、もう少し、つまり先日来、ヒトとマウスは違うんだと。ヒト

を使わなければ分からないので、ヒトの受精卵を使ったゲノム編集基礎研

究には、遺伝性疾患であれ何であれ、それは意味があるんだという研究者

の方々の御紹介を頂きましたけれども、例えば、では日本学術会議ではそ

ういう結論が出たということであれば、それについてもう少し違う面から

のヒアリングをしていただきたいというふうに思うんです。 

当然研究者の方から見れば、それはヒトを使わなければ分からないとい

う議論があるのは当然だと思うんですけれども、それだけでこの議論を進

めるわけにはいかないというのが私の意見です。 

（五十嵐会長代理）ありがとうございます。 

どうぞ、加藤専門委員。 

（加藤専門委員）この時間が何を目指してやっているのかというのが分からな

くなってきたんですけれども、中身の議論をどちらかというとタスク・フ

ォースにいる人たちがやっているということでして、多分今日の目的は調

査会にタスク・フォースの議論を報告するとではないでしょうか。 

もちろんここでも中身の議論をしていいと思うんですけれども、、議論

をして、そして、調査会で何をすべきなのか、タスク・フォースで何をす
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べきなのか、、ちょっと整理をしないと。タスクフォースのほうでは、根

本的な町野先生の御意見を含むような昔の話を含めた検討から、多数のヒ

アリングをやって、それで難病に関して情報があって、それらの情報が今

日、調査会の方々のみのメンバーの方々に、この資料５の内容として報告

されているのだと思うんですけれども、そこをちょっと整理したらいいん

じゃないかと思うんですが。 

新規胚のことや基本的考え方について戻って検討するというのは恐らく

調査会でやるべきで、余剰胚を使った難病のところを例外として許容する

かどうかに関してはタスク・フォースに落としてやっていくというのがい

いんじゃないかなと思うんですけれども、その辺事務局、そして座長とい

かがでしょうか。 

（五十嵐会長代理）事務局、何か意見ありますか。 

（廣瀬研究企画官（厚生労働省（内閣府併任）））加藤専門委員の御指摘のと

おりかと思います。 

（加藤専門委員）ちょっと話は長いんですけれども、少なくとも、タスク・フ

ォースでやった内容を前提に議論をしてしまうと、調査会のみの方々は困

惑されているのではないかと思います。 

（五十嵐会長代理）私も基本的には加藤専門委員の意見に賛成です。 

ただ、今日は非常に奥深い御指摘を頂いており、それらを全てタスクフ

ォース委員会で決めることはできることではないと考えています。 

米村専門委員、どうぞ。 

（米村専門委員）今日のこの場は、今後タスク・フォースで何を検討すべきか

をある程度具体化した形でお示しすることが目的なのではないかと私は認

識しておりました。 

そういうことでいいますと、町野構成員からヒト胚の取扱いの根本原則

に立ち返った検討をこれからタスク・フォースでしなければならないのか

というお尋ねがあったわけで、それに対してイエスかノーかということは

お答えしておく方がよいのだろうと思っております。 

もしかすると、青野専門委員の印象とは異なる部分があるのかもしれま

せんが、私自身は、これまでのタスク・フォースの検討においてかなり精

力的なヒアリング調査が行われた結果、科学的合理性ついては一定程度明
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らかになってきていると言ってもよろしいのではないかと思っております。 

ただ、他方で人への安全性の配慮と社会的妥当性の側面について十分な

御議論があったかというと、そうではなかったように思います。 

人への安全性の配慮という要件がなぜ必要なのかについては、確かに、

先ほどの伊藤構成員の御指摘のとおり問題が残されておりまして、とりわ

け臨床応用を前提としない研究に関して人への安全性に配慮するというの

は一体どういう意味であるのか、問題となります。そこはもう少し突っ込

んだ検討が必要であると思いますが、いずれにせよ、科学的合理性以外の

要素については、タスク・フォースの検討が必ずしも十分ではなかったよ

うに思います。ですから、今後は、その点をしっかりと検討する必要があ

ると思います。その中で、これまでのヒアリングでご提示頂いた科学的な

背景を十分に踏まえて、あるいは医学会から追加の御報告などがあれば、

それも当然考慮に入れる形で、検討を進めていくことになるのではないか

と思っております。 

従いまして、町野構成員のお尋ねに対しては、もし私自身が答える立場

だったら、根本に立ち返って御検討いただく必要はないというようにお答

えしたいと思っているところです。 

（五十嵐会長代理）町野構成員、どうぞ。 

（町野構成員）平成１６年の報告書のときも、最初は「ヒト胚とはどうして尊

重されなければいけないか」「ヒト胚の尊厳とは何か」という非常に漠と

したことから始まって、議論がにっちもさっちもいかなくなったという経

緯があります。私はそのときの経験がありますので、、この問題から始め

るべきだということを言われる方が出てくるたびに絶対反対であると言っ

ていました。この問題は、ES細胞の樹立、ヒト受精胚のゲノム編集などの

個別的問題からアプローチすべき問題です。タスク・フォースとしてヒト

受精胚研究の要件を具体的に検討するときに、そのときに適用される３要

件、３つの条件の内容をはっきりさせるということはやはり必要になって

きます。その点は伊藤構成員のおっしゃられるとおりだと思います。 

余剰胚からのＥＳ細胞の樹立、新しくヒト受精胚をつくって生殖補助医

療研究をすることについても、ほとんど科学的妥当性が中心で、そこでほ

ぼ勝負がついているという感じでした。その背景には臨床応用をおこなわ

ないということがあります。しかし、基礎研究が臨床応用を見据えた上で

行われることがほとんどである以上、そのようなことでいいんだろうか、



－47－ 

科学的妥当性もやはりきちんと議論しなきゃいけないということになるだ

ろうと思います。 

ただ、米村専門委員が言われますように、平成１６年のこれについて、

その基本を全部見直すということは、これはタスク・フォースがやるべき

ことではないと思います。 

（五十嵐会長代理）どうぞ。 

（藤田専門委員）これまでの議論が科学的合理性に焦点が非常に当てられたも

のであったというのはおっしゃるとおりかなというふうに私も思っており

ます。 

人への安全性については、「人に直接関わる場合には」とありますので、

個人的にはこれ、臨床応用される場合にはですとか、人に投与される場合

にはですとか、そういうことを想定されているのかなというふうなイメー

ジでこれまでお聞きしておりました。ですから、個人的な理解ではありま

すけれども、基礎研究に限って議論するのであれば、確かにこの部分とい

うのは重点的に議論する必要がどれだけあるかどうか。もちろん、将来的

な臨床応用を見越して視野には入れておくべきことかとは思いますけれど 

ただ、その次の社会的に妥当なものであることというのは、確かにもう

少し議論していく必要があるかと思いまして、というのも、私が背景が文

系ですので、これを進めていけば何かいいことがある、科学的には非常に

可能性に満ちたものである、それは理解できましたけれども、ではそれが

具体的にどのようにどれだけいいことかというのは、なかなかイメージが

しにくい。ですから、これまでの議論のように具体的な疾患名が挙がって

いたりすると、ああ、そうなのかということが少しはイメージすることが

できる。 

ですから、これまでの議論のように具体的な疾患名が挙がっていたりす

ると、ああ、そうなのかということが少しはイメージすることができる。

ただ、倫理的な妥当性というものを考えたときに、科学的な合理性だけで

はなく、それをやって胚を滅失するわけですから、それを滅失してまでど

れだけ意味のあるいいことがあるかどうかということを具体的にイメージ

しながら議論できた方がいいなということは個人的に思っておりまして。 

だとすると、せっかくこの疾患名が挙がってきたので、その当事者とな

るような方、関係の深い患者さんですとか御家族の方とか、患者会の方で
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すとか、そういう方の中にこの技術が実現しそうになって、どういったニ

ーズがあって、どういうことに困っておられて、どういった期待があるか

ということと同時に、やはり予防について議論する場合、先ほどから指摘

のあったような優生学的なそういった思想に踏み込むことにもなり得ると

なったときに、どういった懸念があるのかということもお聞きできる機会

があればいいなというふうに思っております。 

（五十嵐会長代理）どうもありがとうございます。 

前回の委員会でも、社会的妥当性や倫理的妥当性についてのヒアリング

が必要との御指摘は頂いております。現在、事務局が準備中と思います。

次回以降に向けて実現していただくようにお願いしたいと思っております。 

伊藤構成員、どうぞ。 

（伊藤構成員）そんな大それたことを言ったつもりでもないのですけれども、

ただ、「配慮」という言葉というのは非常に主観的な表現ですね。「私は

配慮しました」と言えば配慮したことになるのかどうか。というよりも、

安全性はむしろ確保というか、どうしても守らなきゃならないものであれ

ば別な表現をされるとかということが大事なのではないかと思います。 

それから、社会的妥当性についても私が言いたかったのは、現時点で妥

当だと思っても、将来妥当でないかもしれないという予想と推測というの

もどこかで必要なのではないだろうか。それは過去から現在に来てみない

と分からなかったことなのだけれども、そこから学ぶことはできるだろう

という意味で発言をさせていただいたのです。言い方もちょっと変だった

かもしれませんが。 

ですから、３要素については特に問題はないのですけれども、そういう

ような意味で発言しました。 

（五十嵐会長代理）ありがとうございます。 

山口構成員、どうぞ。 

（山口構成員）３要素についてのこれまでの議論というか、昔の議論をちょっ

と教えていただいて、その辺は私自身は全然知っていないことでございま

すけれども、ただ、この３要素自体がそのまま維持されるということ自体

は、もう当然そうだろうというふうに思っていますけれども。 

ただ、この中での、特に社会的妥当性の中の具体的な疾患の例示という
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のは、多分具体的にディスカッションするときには、そういうものがなけ

れば、どういう範囲まで認めるべきかという、そういう議論がなかなかで

きないから多分やっているんだろうというふうには思っています。 

それから、難病というと、１万を超える難病があるとは思うんですけれ

ども、その中で全部が対象になるとはとても思えないですし、割と限定さ

れたものでしょうし、だから、例えばがんとか、そういうものに適用でき

るようにはとても思えません。 

もう一つは、変わったというところで言えば、平成１６年からこれまで

の間にゲノム編集という新たな技術が入ってきたためにこれをやっている

んだろうと。そういう意味では社会的な技術が変化しているというところ

はやはり考慮していく必要があるんだろうと思います。やっぱり技術の確

実性とか、そういうことも含めて、どれを適用したときに、それだけの社

会的な成果が得られるかということは評価の中のポイントになるような気

がいたしました。 

（五十嵐会長代理）ありがとうございます。 

その他はいかがでしょうか。松原臨時構成員、どうぞ。 

（松原臨時構成員）具体的な疾患ということで御指摘がありましたけれども、

それを日本医学会の方で今ほとんどまとめております。副会長の飯野先生

がおまとめになったものがございますので、それを飯野先生に発表いただ

いて議論することで少し参考になるんじゃないかなというふうに思います。 

それに関して１つ申し上げたいんですが、前回飯野先生が発表されたと

きに、例えばターナー症候群というのが挙がってきて、そこで何か皆さん

御質問されたと思いますけれども、私は個人的にはターナー症候群はほと

んど病気だとは思っておりません。そんなものにゲノム編集とはとんでも

ない話だと思います。そういうところに話が行ってしまうと方向性がすご

くずれてしまうので、慎重にしていただきたいと思います。余りにも具体

的過ぎると、議論が変な方向に行くことを私はとても懸念しております。 

（五十嵐会長代理）２月のこの会に飯野先生から御報告を頂ける可能性は高い

ですか、松原臨時構成員。 

（松原臨時構成員）恐らく大丈夫だと思います。 

飯野先生が、もうほとんどおまとめになっているはずですので。事務局
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の方から問い合わせてみてください。 

（長谷部参事官）事務局の方で確認いたしまして、間に合うようなら御報告さ

せていただくよう調整させていただきます。 

（五十嵐会長代理）ありがとうございます。 

今日は今後のタスク・フォースの検討で足りないところは何かというこ

とを皆さんにお伺いいたしました。その中で、３要素の中で社会的な妥当

性についての検討が足りないので、ヒアリングをしていただきたいという

御要望が強かったと思います。 

それから、人への安全性の配慮、あるいは確保という点については、臨

床研究を今ここで許容しているわけではありませんので、深く議論するこ

とが本当に妥当かどうかもう一度考えたいと思います。現時点では具体的

にヒアリングが必要な状況ではないという判断でよろしいと思います。 

科学的合理性、あるいは妥当性についてはかなり十分な検討がされたと

思います。ただし、松原先生からは、委員の先生はヒアリングの内容を必

ずしもうのみにはしない方がいいという御指摘も頂きました。重要な御指

摘だと思います。 

これらの点を踏まえまして、次回、委員会でまた検討すべき内容を事務

局と一緒に考えたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

（加藤専門委員）すみません、五十嵐会長代理。ちょっとこだわって申し訳な

いんですが、ちょっとよかったら、今日の資料５の裏を。 

新規胚のことまでタスク・フォースで全部議論するのかどうかという点

なんですけれども、ここの昨年３月のまとめにある中では、やはり生命倫

理専門調査会で研究用の新規胚、これはあくまで研究用の話で議論すると

いう話で来て、しかし、私も先ほどあのように単純な切分けを申しました

けれども、切り分けられると思っているわけではなくて、タスク・フォー

スで今回いろいろ議論してきたことは必要だったと思うんですが、そこは

ちょっと重点を変えるというか、それぞれの中心的テーマを分けた方がい

いのではないかと思うんですが、その辺は今日はどう議論する、どこまで

議論したらいいんでしょうか。 

（五十嵐会長代理）先生の御意見は、新規胚に関しては親委員会の方でやるべ

きではないかという御意見ですか。 
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（加藤専門委員）そういう同じレベルの２つに分けたという話ではなく、基本

的考え方の例外として、新規胚まで本当に例外として許容する方向に行く

のかどうかという議論を大きな日本の中のヒト胚をどう扱うかという問題

として１つレベルを上げて生命倫理専門調査会の中で責任を持って議論す

るということが必要で、それに関連した内容を、例えば科学的合理性につ

いての議論はヒアリングの中でもやってきたと私は思っています。それを

やるのはいいと思うんですけれども、新規胚を利用するという大きな線を

─次へ踏み込むかどうかというような言い方になると思うんです。それ

に関しては、親会議の方が責任を持って議論する必要があるので、幾らタ

スク・フォースで議論しても、上での決定にはならないというふうに私は

思っています。 

ある程度枠組みができたものをタスク・フォース、としてまさにタスク

としておろして、それをまた上げてくるというのはあると思うんですけれ

ども、いかがでしょうか。 

（五十嵐会長代理）青野専門委員、どうぞ。 

（青野専門委員）私は加藤専門委員の今の御意見に賛成です。 

やっぱりレベルがちょっと違うものをタスク・フォースで両方一緒くた

にするとどうしても混乱が生じてしまうと思いますので、それは新規胚の

方は親委員会で、一次報告にもあるように親委員会でまずそれなりにきち

んと議論してから関連の部分をタスク・フォースでというのがいいと私も

思います。 

（加藤専門委員）もう一言。 

別にタスク・フォースが根本的なことを議論してはいけないということ

は絶対なくて、それを議論しないといろいろなことが決められないと思い

ますので、それはした上で上げればいいと思うんですが。そこはちょっと

誤解のないように。 

（五十嵐会長代理）町野構成員、どうぞ。 

（町野構成員）恐らくそういうことになると思うんですけれども、具体的には

先ほど難病についての議論があって、その過程で今のような問題が出てき

得るということです。これについては、もしかしたら新規作成胚が必要に

なることがあるんじゃないかと。だけど、そのときはこちらで深く議論す

るのではなくて、そこら辺は親委員会がきちんと対応してもらいたいとい
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うことを言うことになると思います。 

同時に、先ほどの３要件も、どういう点がやっぱり問題なんだろうかと

いうことで踏み込むということになると思います。 

例えば優生思想の議論は社会的妥当性の内容ということになるだろうと

思いますけれども、その議論があったり、それからさらに、将来の、次世

代についての遺伝子の影響という問題もそうです。これは現段階では臨床

は行わないとしても、このような研究をするということは、そっちについ

て遠からず影響を及ぼす可能性があるから、それを認めて構わないのかと

いうことの中で検討します。そうすると、やはり「人への安全性」は、目

の前の患者さんとか、被験者についてのそれだけではないということにな

ります。 

（五十嵐会長代理）今後の方向性について貴重な御指摘を頂きました。ありが

とうございました。 

それでは、今日の議論はここまでとして、事務局の方に、今日決まった

ことを含めまして、今後の方針をお願いいたします。 

（長谷部参事官）本日頂きました御意見をもとに、またタスク・フォースの方

で検討させていただきます。 

先ほどの２つの御審議いただきましたガイドラインにつきましては、本

日御了解いただきましたので、今後総合科学技術・イノベーション会議の

本会議で報告する予定としてございます。 

次回の会議の日程と会場等につきましては、追って連絡させていただき

ますので、また御出席のほどよろしくお願いいたします。 

最後に、本日の議事録につきましては、委員の先生の皆さんに御確認い

ただき、次回の会議で皆様の了承を得た上で正式版として公開させていた

だきます。 

事務局からは以上でございます。 

（五十嵐会長代理）どうもありがとうございました。 

それでは、今日の会議をこれで終了したいと思います。どうもありがと

うございました。 


